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第 １ 条  こ の 規 則 は 、 三 浦 市 ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 ２ ０ 年 三 浦 市 条例 第 ２ ０ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 条 例 の 施行 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   （ そ の 他 の 開 発 事 業 ）  第 ２ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に よ り 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 次 に掲 げ る も の と す る 。   ⑴  駐 車 場 、 資 機 材 置 場 、 ゴ ル フ コ ー ス 及 び 都 市 計 画 法 施 行 令 （  昭 和 ４ ４ 年 政 令 第 １ ５ ８ 号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 工 作 物の 建 設   ⑵  １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 区 域 に わ た っ て 行 う 切 土 若 しく は 盛 土 又 は そ れ ら を 伴 う 行 為 で 、 当 該 切 土 に よ り 生 じ る 最 大の 高 低 差 が ２ メ ー ト ル を 超 え 、 又 は 盛 土 に よ り 生 じ る 最 大 の 高低 差 が １ メ ー ト ル を 超 え る も の （ 国 、 神 奈 川 県 若 し く は 三 浦 市が 行 う も の 又 は 土 地 改 良 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ９ ５ 号 ） 第 ２条 第 ２ 項 に 規 定 す る 土 地 改 良 事 業 そ の 他 の ほ 場 整 備 に 係 る も のを 除 く 。 ）  （ 特 定 開 発 事 業 ）  第 ３ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に よ り 規 則 で 定 め る も の は 、 次 に掲 げ る も の と す る 。  ⑴  開 発 行 為 の う ち 開 発 区 域 の 面 積 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 のも の  ⑵  建 築 の う ち 建 築 物 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  ア  高 さ （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 ） 第２ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 建 築 物 の 高 さ を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が １  ２ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 （ 以 下 「 中 高 層 建 築 物 」 と い う 。 ）  イ  延 べ 面 積 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 本 文 に 規定 す る 延 べ 面 積 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が ７ ０ ０ 平 方 メ ー ト ルを 超 え る 建 築 物  ウ  計 画 戸 数 が １ ２ 戸 以 上 の 住 宅  ⑶  開 発 行 為 又 は 建 築 以 外 の 開 発 事 業 に つ い て は 、 開 発 事 業 区 域
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の 面 積 が １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の  （ 大 規 模 開 発 事 業 ）  第 ４ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に よ り 規 則 で 定 め る も の は 、 次 に掲 げ る も の と す る 。  ⑴  開 発 事 業 区 域 の 面 積 が ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の  ⑵  建 築 の う ち 建 築 物 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  ア  高 さ が ２ ０ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物  イ  延 べ 面 積 が ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物  ウ  計 画 戸 数 が ５ ０ 戸 以 上 の 住 宅  （ 開 発 事 業 区 域 の 近 隣 の 範 囲 ）  第 ５ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に よ り 規 則 で 定 め る 開 発 事 業 区 域の 近 隣 は 、 次 に 掲 げ る 区 域 の い ず れ か に 該 当 す る 区 域 を い う 。  ⑴  開 発 事 業 区 域 の 境 界 線 か ら 水 平 距 離 で １ ５ メ ー ト ル の 範 囲 内の 区 域  ⑵  開 発 事 業 に よ り 建 築 さ れ る 中 高 層 建 築 物 に よ り 、 基 準 緯 度 （  北 緯 ３ ５ 度 ３ ０ 分 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お け る 冬 至 日 の 真 太陽 時 の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ３ 時 ま で に お い て 日 影 に な る 区 域  （ 開 発 事 業 区 域 の 周 辺 の 範 囲 ）  第 ６ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ９ 号 に よ り 規 則 で 定 め る 開 発 事 業 区 域の 周 辺 は 、 次 に 掲 げ る 区 域 の い ず れ か に 該 当 す る 区 域 を い う 。  ⑴  開 発 事 業 区 域 の 境 界 線 か ら 水 平 距 離 で ３ ０ メ ー ト ル の 範 囲 内の 区 域  ⑵  開 発 事 業 に よ り 建 築 さ れ る 中 高 層 建 築 物 に よ り 、 基 準 緯 度 にお け る 冬 至 日 の 真 太 陽 時 の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ３ 時 ま で に お い て日 影 に な る 区 域     第 ２ 章  条 例 に 基 づ く 届 出 、 申 請 等 の 方 法  第 ７ 条  条 例 に 基 づ き 行 う 届 出 、 申 請 等 に 関 し 用 い る 様 式 そ の 他 届出 、 申 請 等 の 方 法 に つ い て は 、 第 １ ４ 条 第 ３ 項 、 第 １ ６ 条 、 第 ５８ 条 第 ２ 項 、 第 ６ １ 条 第 ２ 項 、 第 ６ ３ 条 第 ２ 項 及 び 別 表 第 ２ に 定め る も の の ほ か 、 別 表 第 １ 、 別 表 第 ３ 及 び 別 表 第 ４ に 定 め る と こ
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ろ に よ る 。     第 ３ 章  市 民 に よ る ま ち づ く り 協 議 会 及 び ま ち づ く り 計 画   （ 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の 登 録 通 知 及 び 公 告 ）  第 ８ 条  市 長 は 、 条 例 第 ６ 条 第 ３ 項 に よ り 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の登 録 を 行 っ た と き は 、 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 登 録 通 知 書 （ 第 １ 号様 式 ） に よ り 、 当 該 協 議 会 に 通 知 す る も の と す る 。  ２  条 例 第 ６ 条 第 ４ 項 に よ り 市 長 が 公 告 す べ き 内 容 は 、 次 の と お りと す る 。   ⑴  団 体 の 名 称 及 び 所 在 地   ⑵  登 録 年 月 日   ⑶  地 区 ま ち づ く り 区 域   ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項   （ 地 区 ま ち づ く り 計 画 の 認 定 通 知 及 び 公 告 ）  第 ９ 条  市 長 は 、 条 例 第 ７ 条 第 ３ 項 に よ り 地 区 ま ち づ く り 計 画 の 認  定 を 行 っ た と き は 、 地 区 ま ち づ く り 計 画 認 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  に よ り 、 当 該 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 に 通 知 す る も の と す る 。  ２  条 例 第 ７ 条 第 ４ 項 に よ り 市 長 が 公 告 す べ き 内 容 は 、 次 の と お りと す る 。   ⑴  協 議 会 の 名 称   ⑵  計 画 の 名 称   ⑶  計 画 の 内 容   ⑷  認 定 年 月 日   ⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項   （ テ ー マ 型 ま ち づ く り 協 議 会 の 登 録 通 知 及 び 公 告 ）  第 １ ０ 条  市 長 は 、 条 例 第 ８ 条 第 ３ 項 に よ り テ ー マ 型 ま ち づ く り 協議 会 の 登 録 を 行 っ た と き は 、 テ ー マ 型 ま ち づ く り 協 議 会 登 録 通 知書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 協 議 会 に 通 知 す る も の と す る 。  ２  条 例 第 ８ 条 第 ４ 項 に よ り 市 長 が 公 告 す べ き 内 容 は 、 次 の と お りと す る 。   ⑴  団 体 の 名 称 及 び 所 在 地  
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 ⑵  登 録 年 月 日   ⑶  団 体 の 掲 げ る ま ち づ く り の テ ー マ   ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項   （ テ ー マ 型 ま ち づ く り 計 画 の 認 定 通 知 及 び 公 告 ）  第 １ １ 条  市 長 は 、 条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 に よ り テ ー マ 型 ま ち づ く り 計画 の 認 定 を 行 っ た と き は 、 テ ー マ 型 ま ち づ く り 計 画 認 定 通 知 書 （  第 ４ 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 テ ー マ 型 ま ち づ く り 協 議 会 に 通 知 す るも の と す る 。  ２  条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 に よ り 市 長 が 公 告 す べ き 内 容 は 、 次 の と お りと す る 。   ⑴  協 議 会 の 名 称   ⑵  計 画 の 名 称   ⑶  計 画 の 内 容   ⑷  認 定 年 月 日   ⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項   （ 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 及 び テ ー マ 型 ま ち づ く り 協 議 会 に 対 す る支 援 ）  第 １ ２ 条  条 例 第 １ １ 条 に よ る 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 及 び テ ー マ 型ま ち づ く り 協 議 会 へ の 支 援 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も のと す る 。   ⑴  当 該 協 議 会 の 行 う 会 議 、 主 宰 す る 会 合 等 （ 当 該 協 議 会 の 目 的に 沿 っ た 内 容 の も の に 限 る 。 ） の 場 所 の 提 供   ⑵  ま ち づ く り に 関 す る 情 報 の 提 供   ⑶  ま ち づ く り に 関 す る 専 門 的 知 見 を 有 す る 者 又 は 市 職 員 の 派 遣   ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項     第 ４ 章  単 体 型 施 設 整 備 計 画 及 び 一 体 整 備 型 ま ち づ く り 計 画  第 １ ３ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ３ 条 第 ２ 項 に よ り 市 長 が 公告 す べ き 内 容 は 、 次 の と お り と す る 。   ⑴  計 画 の 名 称   ⑵  計 画 区 域 そ の 他 の 計 画 の 概 要  
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 ⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  ２  条 例 第 １ ２ 条 第 ３ 項 及 び 第 １ ３ 条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 措 置 は 、次 に 掲 げ る も の と し 、 市 民 を 対 象 と し た ワ ー ク シ ョ ッ プ の 開 催 等広 く 市 民 の 意 見 の 反 映 を 図 る こ と が で き る 方 法 に よ り 行 う も の とす る 。  ⑴  市 民 に 対 す る 当 該 計 画 に 係 る 情 報 の 提 供  ⑵  市 民 の 意 向 調 査  ⑶  市 民 と の 意 見 交 換  ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 措 置     第 ５ 章  開 発 事 業 の 手 続   （ 事 前 協 議 の 対 象 事 項 、 方 法 及 び 報 告 ）  第 １ ４ 条  条 例 第 １ ９ 条 第 １ 項 に よ り 市 長 と 事 業 者 が 行 う 協 議 は 、次 に 掲 げ る も の と す る 。   ⑴  条 例 第 １ ４ 条 に よ る 開 発 事 業 の 内 容 に 関 す る 協 議   ⑵  条 例 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 に よ り 事 業 者 が 講 ず る 措 置 に 関 す る 協 議   ⑶  条 例 第 ３ ９ 条 及 び 第 ６ 章 の 規 定 に よ る 開 発 事 業 の 内 容 に 関 する 協 議   ⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 の 各 施 策 に 関 す る 協 議  ２  前 項 に よ る 協 議 は 、 市 長 の 指 示 す る 部 課 等 と 行 う ほ か 、 必 要 に応 じ 、 市 長 の 指 示 す る 市 の 機 関 又 は 当 該 機 関 の 部 課 等 と 行 う も のと す る 。  ３  前 項 に よ り 市 長 の 指 示 す る 部 課 等 又 は 市 長 の 指 示 す る 機 関 等 との 協 議 が 終 了 し た 場 合 は 、 当 該 協 議 の 結 果 に つ い て 、 協 議 を 行 った 部 課 等 又 は 機 関 等 に 報 告 し て 確 認 を 受 け る と と も に 、 市 長 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。  ４  前 項 に お け る 書 類 の 提 出 方 法 等 に つ い て は 、 別 表 第 ２ に 定 め ると こ ろ に よ る 。   （ 公 聴 会 の 開 催 の 公 告 ）  第 １ ５ 条  市 長 は 、 条 例 第 ２ ２ 条 第 ３ 項 に よ り 公 聴 会 を 開 催 す る 場合 は 、 当 該 開 催 の 日 の 前 ２ １ 日 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 告 す
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る も の と す る 。   ⑴  開 催 日 時 及 び 場 所   ⑵  開 発 事 業 の 名 称 及 び 開 発 事 業 区 域 の 位 置   ⑶  周 辺 住 民 等 又 は 事 業 者 に よ る 意 見 陳 述 の 申 出 の 期 限   ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項   （ 公 聴 会 に お け る 意 見 陳 述 の 申 出 ）  第 １ ６ 条  周 辺 住 民 等 又 は 事 業 者 は 、 公 聴 会 に お い て 意 見 を 陳 述 しよ う と す る と き は 、 別 表 第 ２ に 定 め る と こ ろ に よ り 市 長 に 申 し 出な け れ ば な ら な い 。   （ 公 述 人 の 選 定 等 ）  第 １ ７ 条  市 長 は 、 公 聴 会 の 運 営 を 円 滑 に 行 う た め 、 前 条 の 規 定 によ り 申 出 の あ っ た 者 の う ち か ら 、 公 聴 会 に お い て 意 見 を 述 べ る こと が で き る も の （ 以 下 「 公 述 人 」 と い う 。 ） を あ ら か じ め 選 任 する も の と す る 。  ２  市 長 は 、 公 聴 会 の 運 営 を 円 滑 に 行 う た め 必 要 が あ る と き は 、 公述 人 が 意 見 を 述 べ る 時 間 を あ ら か じ め 定 め る こ と が で き る 。  ３  市 長 は 、 前 ２ 項 に よ り 公 述 人 又 は 公 述 人 が 意 見 を 述 べ る 時 間 を定 め た 場 合 に は 、 当 該 公 述 人 に 対 し 、 公 聴 会 の 開 催 前 に そ の 旨 を通 知 し な け れ ば な ら な い 。  ４  市 長 は 、 公 聴 会 の 運 営 上 必 要 が あ る と き は 、 公 聴 会 へ の 参 考 人の 出 席 を 求 め 、 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。 こ の 場 合 に おい て 、 参 考 人 と な る 者 に つ い て は 、 当 該 開 発 事 業 に 係 る 周 辺 住 民等 又 は 事 業 者 で あ る か 否 か を 問 わ な い も の と す る 。   （ 公 聴 会 の 議 長 及 び 進 行 管 理 ）  第 １ ８ 条  公 聴 会 の 議 長 は 、 市 職 員 の う ち か ら 市 長 が 指 名 す る 。  ２  議 長 は 、 公 述 人 が あ ら か じ め 定 め た 時 間 を 超 え て 意 見 を 述 べ たと き 又 は 当 該 開 発 事 業 と 無 関 係 な 発 言 、 不 規 則 な 発 言 若 し く は 不穏 当 な 発 言 が あ っ た と き は 、 公 述 人 の 発 言 を 禁 止 し 、 又 は 公 述 人に 退 場 を 命 ず る こ と が で き る 。  ３  議 長 は 、 公 聴 会 の 秩 序 を 維 持 し 、 そ の 運 営 を 円 滑 に 行 う た め に
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必 要 が あ る と き は 、 傍 聴 人 の 入 場 を 制 限 し 、 又 は 傍 聴 人 に 退 場 を命 ず る こ と が で き る 。  ４  議 長 は 、 公 述 内 容 を 明 ら か に す る た め に 、 公 述 人 に 対 し て 質 疑す る こ と が で き る 。  ５  前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 議 長 は 、 公 聴 会 の 運 営 に 関 し 必 要な 措 置 を 執 る こ と が で き る 。   （ 開 発 事 業 計 画 の 確 認 通 知 ）  第 １ ９ 条  条 例 ２ ６ 条 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 開 発 事 業 計 画 確 認 通知 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） と す る 。   （ 特 定 開 発 事 業 の 内 容 の 軽 微 な 変 更 及 び 口 頭 に よ る 変 更 の 届 出 ）  第 ２ ０ 条  条 例 第 ３ ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 及 び 第 ２ 項 た だ し 書 に よ り規 則 で 定 め る 特 定 開 発 事 業 の 軽 微 な 変 更 は 、 次 の い ず れ に も 該 当す る も の と す る 。   ⑴  開 発 事 業 区 域 の 近 隣 又 は 周 辺 の 範 囲 に 変 更 を 生 じ な い も の   ⑵  次 に 掲 げ る 事 項 の 変 更 で 、 当 該 変 更 に 当 た り 、 条 例 第 １ ６ 条か ら 第 ２ ７ 条 ま で の 規 定 の 例 に よ り 手 続 を 行 う 必 要 が な い と 市長 が 認 め る も の    ア  開 発 事 業 区 域 の 位 置 又 は 規 模    イ  建 築 物 、 工 作 物 、 構 造 物 そ の 他 物 件 の 位 置 、 規 模 又 は 構 造    ウ  敷 地 の 位 置 、 規 模 又 は 形 状    エ  開 発 事 業 に 係 る 工 事 の 施 工 方 法    オ  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 条 例 第 ２ ５ 条 に よ り 締 結 さ れた 協 定 事 項  ２  条 例 第 ３ ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 特 定 開 発 事 業 の 内 容 の変 更 に 係 る 同 条 第 ３ 項 に よ る 届 出 は 、 口 頭 で 行 う こ と が で き る もの と す る 。   （ 工 事 完 了 検 査 済 み の 通 知 ）  第 ２ １ 条  条 例 第 ３ ４ 条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 工 事 完 了 検査 済 通 知 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） と す る 。     第 ６ 章  特 定 開 発 事 業 に 係 る 基 準  



9 

 

    第 １ 節  建 築 物 の 敷 地 に 関 す る 基 準   （ 敷 地 の 細 分 化 の 禁 止 ）  第 ２ ２ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 の 完 了 後 に お い て 、 当 該 開 発 事 業 によ り 造 成 さ れ た 建 築 物 の 敷 地 に つ い て 、 条 例 第 ４ ０ 条 に 規 定 す る建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 に 違 反 す る 細 分 化 を 行 っ て は な ら ない 。  ２  事 業 者 は 、 前 項 の 敷 地 を 譲 渡 す る 場 合 は 、 当 該 譲 渡 後 に お い て同 項 に 違 反 す る 細 分 化 が 行 わ れ な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。      第 ２ 節  生 活 環 境 の 整 備 に 関 す る 基 準   （ 駐 車 場 等 の 整 備 ）  第 ２ ３ 条  事 業 者 は 、 別 表 第 ５ の 規 定 に 従 っ て 、 駐 車 ス ペ ー ス 、 駐車 場 そ の 他 の 駐 車 の た め の 施 設 （ 以 下 「 駐 車 場 等 」 と い う 。 ） を整 備 し 、 又 は 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  （ 集 会 施 設 の 整 備 ）  第 ２ ４ 条  事 業 者 は 、 別 表 第 ６ の 規 定 に 従 っ て 、 集 会 所 そ の 他 の 集会 施 設 （ 以 下 単 に 「 集 会 施 設 」 と い う 。 ） を 整 備 し な け れ ば な らな い 。  ２  事 業 者 は 、 集 会 施 設 に つ い て 、 第 ４ ８ 条 第 １ 項 に よ る 協 議 に 基づ く 特 別 な 定 め の な い 限 り 、 事 業 者 又 は 当 該 施 設 の 利 用 者 に お いて 適 切 に 維 持 管 理 さ れ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  （ ご み 集 積 施 設 の 整 備 等 ）  第 ２ ５ 条  事 業 者 は 、 別 表 第 ７ の 規 定 に 従 っ て 、 ご み 集 積 施 設 を 整備 し 、 又 は 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 前 項 の ご み 集 積 施 設 に つ い て 、 第 ４ ８ 条 第 １ 項 に よる 協 議 に 基 づ く 特 別 な 定 め の な い 限 り 、 事 業 者 又 は 当 該 施 設 の 利用 者 に お い て 適 切 に 維 持 管 理 さ れ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。   （ 供 給 施 設 の 整 備 ）  第 ２ ６ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 に 整 備 さ れ る 電 気 、 ガ ス そ の他 の 供 給 施 設 に つ い て は 、 安 全 で 快 適 な 生 活 環 境 に 資 す る も の とな る よ う 、 そ の 整 備 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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 （ 水 道 事 業 と の 協 議 等 ）  第 ２ ７ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 整 備 す る 上 水 道 施 設 に つ い て 、三 浦 市 水 道 事 業 と 協 議 の 上 、 三 浦 市 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 昭 和 ３ ４年 三 浦 市 条 例 第 １ ２ 号 ） そ の 他 同 事 業 が 定 め る 規 定 に 従 っ て 、 必要 と な る 手 続 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。   （ 障 害 者 、 高 齢 者 等 の た め の 施 設 整 備 等 ）  第 ２ ８ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 の 施 行 に 当 た っ て は 、 誰 も が 安 心 して 暮 ら す こ と が で き る 福 祉 社 会 の 実 現 の た め 、 市 又 は 神 奈 川 県 の施 策 に 従 っ て 、 障 害 者 、 高 齢 者 等 の 安 全 で 快 適 な 生 活 に 資 す る ため の 施 設 整 備 等 に 努 め な け れ ば な ら な い 。   （ 住 居 表 示 の 実 施 費 用 の 負 担 ）  第 ２ ９ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 開 発 事 業 区 域 内 の 住 居 表 示 の実 施 を 要 す る 場 合 は 、 当 該 実 施 に 係 る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な らな い 。      第 ３ 節  廃 棄 物 の 処 理 及 び 減 量 化 に 関 す る 基 準   （ 開 発 事 業 の 施 行 に 伴 う 廃 棄 物 の 適 正 処 理 ）  第 ３ ０ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 の 施 行 に 伴 い 排 出 さ れ る 廃 棄 物 に つい て 、 法 令 に 基 づ き 適 正 に 処 理 し な け れ ば な ら な い 。   （ 廃 棄 物 の 減 量 化 ）  第 ３ １ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に よ り 築 造 さ れ る 住 宅 、 施 設 等 か ら排 出 さ れ る 廃 棄 物 に つ い て 、 そ の 減 量 化 に 努 め る と と も に 、 当 該住 宅 、 施 設 等 の 利 用 者 に お い て も 、 同 様 に 減 量 化 が 図 ら れ る よ うに し な け れ ば な ら な い 。      第 ４ 節  環 境 の 保 全 等 に 関 す る 基 準   （ 生 活 環 境 の 保 全 の た め の 措 置 ）  第 ３ ２ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 、 周 囲 の 日 照 、 通 風 を 害 さ ない よ う 努 め る と と も に 、 風 害 、 電 波 障 害 、 生 活 用 水 源 の 汚 染 そ の他 の 事 由 に よ り 周 囲 の 生 活 環 境 へ の 悪 影 響 が 生 じ な い よ う に し なけ れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 、 周 囲 の 生 活 環 境 に 与 え る 影 響 等 に
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つ い て あ ら か じ め 十 分 な 調 査 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、 事 業 者 は 、 市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 当 該調 査 結 果 に つ い て 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  ３  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 、 悪 臭 、 振 動 、 騒 音 等 に よ り 周 囲 の生 活 環 境 に 影 響 を 与 え る お そ れ の あ る 施 設 を 設 置 す る 場 合 に は 、緩 衝 緑 地 の 設 置 に 努 め な け れ ば な ら な い 。   （ 営 農 環 境 の 保 全 ）  第 ３ ３ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 、 か ん が い 用 水 源 の 枯 渇 又 は汚 染 、 開 発 事 業 区 域 の 排 水 の 農 地 へ の 流 入 そ の 他 の 事 由 に よ り 、周 囲 の 農 地 に お け る 営 農 に 支 障 が 生 ず る こ と の な い よ う 、 あ ら かじ め 調 査 等 を 行 う と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  （ 既 存 の 名 称 等 に 関 す る 配 慮 ）  第 ３ ４ 条  事 業 者 は 、 建 築 物 、 住 宅 団 地 そ の 他 の 開 発 事 業 に よ り 造成 又 は 築 造 さ れ る 物 件 に 関 し 、 当 該 物 件 を 広 告 し 、 又 は 販 売 す るに 当 た り 名 称 を 付 す る 場 合 に は 、 市 内 に お け る 地 名 そ の 他 既 存 の名 称 等 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。   （ 建 築 協 定 等 の 活 用 ）  第 ３ ５ 条  事 業 者 は 、 将 来 に わ た る 開 発 事 業 区 域 内 の 土 地 利 用 の 適正 化 及 び 良 好 な 生 活 環 境 の 確 保 の た め 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ６ ９ 条 に 規 定 す る 建 築 協 定 の 締 結 そ の 他 の 手続 を 活 用 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。   （ 緑 化 ）  第 ３ ６ 条  事 業 者 は 、 別 表 第 ８ の 規 定 に 従 っ て 、 開 発 事 業 区 域 内 に植 栽 地 を 整 備 し 、 又 は 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 の 既 存 の 植 生 の 保 存 に 努 め な け れ ばな ら な い 。      第 ５ 節  公 有 財 産 等 に 関 す る 基 準   （ 公 有 財 産 等 に 関 す る 措 置 ）  第 ３ ７ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 に あ り 、 又 は 開 発 事 業 区 域 に隣 接 し 、 若 し く は 近 接 す る 市 の 公 有 財 産 そ の 他 公 共 的 団 体 の 所 有
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又 は 管 理 す る 財 産 に つ い て 、 開 発 事 業 の 施 行 に 当 た り 、 敷 地 境 界の 確 認 、 保 全 そ の 他 条 例 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 必 要 な 措置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。      第 ６ 節  文 化 財 の 保 護 に 関 す る 基 準   （ 文 化 財 の 保 護 ）  第 ３ ８ 条  事 業 者 は 、 条 例 第 １ ６ 条 に よ る 相 談 に 際 し 、 埋 蔵 文 化 財そ の 他 の 文 化 財 の 保 存 等 に つ い て 、 教 育 委 員 会 （ 当 該 権 限 が 委 任さ れ て い る と き は 、 当 該 委 任 を 受 け た 者 。 以 下 同 じ 。 ） に 相 談 を行 わ な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 開 発 事 業 の 施 行 に 伴 い 埋 蔵 文 化 財 を 発 見 し た と き は 、直 ち に 施 行 を 中 断 し て 教 育 委 員 会 に 報 告 を 行 う と と も に 、 そ の 発掘 、 保 存 等 に つ い て 協 議 を 行 い 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な らな い 。  ３  事 業 者 は 、 文 化 財 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ １ ４ 号 ） に 規 定す る も の の ほ か 、 開 発 事 業 区 域 が 周 知 の 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 に 隣 接し 、 若 し く は 近 接 し て い る と き 又 は 開 発 事 業 区 域 の 周 囲 の 地 形 、現 況 等 か ら 埋 蔵 文 化 財 が 所 在 す る 可 能 性 が あ る と 教 育 委 員 会 が 認め る と き は 、 試 掘 そ の 他 の 文 化 財 の 保 存 の た め の 調 査 等 に 協 力 しな け れ ば な ら な い 。      第 ７ 節  消 防 、 防 災 、 防 犯 及 び 交 通 安 全 に 関 す る 基 準   （ 消 防 防 災 施 設 の 整 備 ）  第 ３ ９ 条  事 業 者 は 、 別 表 第 ９ の 規 定 に 従 い 、 次 に 掲 げ る 施 設 等 を設 置 又 は 整 備 し な け れ ば な ら な い 。  ⑴  消 防 水 利 及 び そ の 関 係 施 設  ⑵  街 頭 消 火 器  ⑶  は し ご 自 動 車 の 活 動 空 地  ⑷  防 災 行 政 用 無 線 受 信 施 設  （ 防 犯 施 設 の 整 備 等 ）  第 ４ ０ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、開 発 事 業 区 域 内 又 は そ の 周 囲 に 、 防 犯 灯 そ の 他 の 防 犯 施 設 を 整 備



13 

 

し な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 開 発 事 業 に 関 す る 防 犯 対 策に つ い て 、 警 察 署 そ の 他 の 関 係 機 関 と 協 議 を 行 う よ う 努 め な け れば な ら な い 。   （ 交 通 安 全 施 設 の 設 置 ）  第 ４ １ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 に 整 備 す る 道 路 そ の 他 開 発 事業 に 関 連 し 整 備 す る 道 路 に つ い て 、 別 表 第 １ ０ の 規 定 に 従 い 、 必要 な 交 通 安 全 施 設 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 伴 い 市 長 が 必 要 と 認 め る 交 通 安 全 施 設 のあ る 場 合 に は 、 こ れ を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。  （ そ の 他 の 交 通 安 全 対 策 ）  第 ４ ２ 条  事 業 者 は 、 条 例 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 開発 事 業 の 施 行 に 伴 う 工 事 関 係 車 両 の 通 行 等 に 関 し 、 周 囲 の 交 通 安全 の 確 保 の た め 市 長 そ の 他 の 市 の 機 関 が 必 要 と 認 め る 措 置 を 講 じな け れ ば な ら な い 。  第 ４ ３ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に 関 し 必 要 と な る 交 通 安 全 施 設 の 整備 及 び 開 発 事 業 の 施 行 に 伴 う 交 通 安 全 対 策 に つ い て 、 市 長 そ の 他の 市 の 機 関 と 行 う 協 議 を 除 く ほ か 、 警 察 署 そ の 他 の 関 係 機 関 と 協議 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。      第 ８ 節  そ の 他 の 公 共 施 設 等 の 整 備 に 関 す る 基 準   （ 公 共 用 施 設 の 整 備 計 画 へ の 適 合 ）  第 ４ ４ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 に 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法律 第 １ ０ ０ 号 ） そ の 他 の 法 令 の 規 定 に 基 づ く 道 路 、 公 園 、 河 川 、公 共 下 水 道 等 の 整 備 の 計 画 が あ る と き は 、 開 発 事 業 の 内 容 が 当 該計 画 に 適 合 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  （ 道 路 の 整 備 ）  第 ４ ５ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 の 道 路 そ の 他 開 発 事 業 に 関 連す る 道 路 及 び そ れ ら の 付 帯 施 設 （ 第 ４ １ 条 の 規 定 に よ る 交 通 安 全施 設 を 含 む 。 ） に つ い て 、 別 表 第 １ ０ の 規 定 に 従 っ て 整 備 し な けれ ば な ら な い 。  
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 （ 公 園 の 整 備 ）  第 ４ ６ 条  事 業 者 は 、 別 表 第 １ １ の 規 定 に 基 づ き 、 開 発 事 業 区 域 内に 公 園 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。   （ 河 川 又 は 水 路 の 整 備 ）  第 ４ ７ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 に 整 備 計 画 の あ る 河 川 若 し くは 水 路 （ 三 浦 市 水 路 の 管 理 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 三 浦 市 条例 第 １ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 水 路 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）が 含 ま れ 、 又 は 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 に よ り 行 う 整 備 の ほ か 開 発 事 業 に関 し 河 川 若 し く は 水 路 の 整 備 を 要 す る と 市 長 が 認 め る 場 合 は 、 当該 河 川 又 は 水 路 に つ い て 必 要 な 整 備 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。   （ 公 益 的 施 設 の 管 理 協 議 ）  第 ４ ８ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 公 益 上 必 要 な 施 設（ 公 用 施 設 、 公 共 用 施 設 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 市 長 そ の 他 の 市の 機 関 と 協 議 の 上 、 そ の 管 理 に つ い て あ ら か じ め 定 め る も の と する 。  ２  事 業 者 は 、 前 項 に よ り 事 業 者 又 は そ の 利 用 者 が 管 理 す る こ と とさ れ た 施 設 に つ い て 、 適 正 に 維 持 管 理 が 行 わ れ る よ う に し な け れば な ら な い 。 当 該 施 設 を 譲 渡 す る 場 合 に お け る 譲 渡 後 の 維 持 管 理に つ い て も 、 同 様 と す る 。   （ 施 設 の 移 管 等 ）  第 ４ ９ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 公 用 施 設 、 公 共 用施 設 及 び 前 条 に よ り 市 が 管 理 す る こ と と な る 公 益 上 必 要 な 施 設 につ い て 、 市 に 無 償 で 提 供 す る も の と す る 。  ２  事 業 者 は 、 前 項 の 施 設 に つ い て 、 不 動 産 登 記 そ の 他 の 市 へ の 提供 、 移 管 等 の 手 続 に 要 す る 費 用 を 負 担 す る と と も に 、 法 令 そ の 他の 規 定 に よ り 市 が 当 該 施 設 を 管 理 す る た め に 必 要 と な る 管 理 図 面 、台 帳 そ の 他 の 図 書 の 整 備 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  ３  事 業 者 は 、 第 １ 項 の 施 設 の 市 へ の 提 供 、 移 管 等 の 手 続 に 際 し 必要 と な る 図 書 に つ い て 、 条 例 第 ３ ３ 条 の 規 定 に よ る 届 出 （ 都 市 計画 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 又 は 同 法 第 ３ ５ 条 の ２ 第 １ 項 の 許 可 を 受 け て
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行 う 開 発 行 為 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 同 法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定に 基 づ く 工 事 完 了 の 届 出 ） の 前 に 、 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   （ 移 管 さ れ る 植 栽 の 管 理 ）  第 ５ ０ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 に よ り 市 に 移 管 さ れ る こ と と な る 樹木 そ の 他 の 植 栽 に つ い て は 、 移 管 の 日 か ら １ 年 間 は 、 事 業 者 、 その 権 利 の 承 継 者 等 に よ り 適 切 に 管 理 さ れ る よ う に し な け れ ば な らな い 。      第 ９ 節  汚 水 処 理 そ の 他 排 水 処 理 に 関 す る 基 準  （ 汚 水 処 理 ）  第 ５ １ 条  事 業 者 は 、 公 共 下 水 道 の 処 理 区 域 内 で 開 発 事 業 に 係 る 汚水 を 排 除 す る と き は 、 三 浦 市 下 水 道 条 例 （ 平 成 ９ 年 三 浦 市 条 例 第５ 号 ） の 規 定 そ の 他 本 市 の 公 共 下 水 道 計 画 の 内 容 に 従 っ て 、 排 水設 備 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 整 備 、 手 続 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 公 共 下 水 道 の 処 理 区 域 外 で 開 発 事 業 を 行 う と き は 、別 表 第 １ ２ の 規 定 に 従 っ て 、 汚 水 処 理 施 設 の 整 備 等 を 行 わ な け れば な ら な い 。  ３  事 業 者 は 、 前 項 の 汚 水 処 理 施 設 に つ い て 、 事 業 者 又 は 当 該 施 設の 利 用 者 に お い て 適 切 に 維 持 管 理 が さ れ る よ う に し な け れ ば な らな い 。   （ 雨 水 等 の 区 域 内 処 理 ）  第 ５ ２ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 の 雨 水 又 は 汚 水 処 理 施 設 か らの 排 出 水 を 開 発 事 業 区 域 内 に お い て 地 下 に 浸 透 さ せ る 等 の 方 法 によ り 処 理 し よ う と す る 場 合 は 、 開 発 事 業 区 域 の 内 外 の 地 形 、 地 質そ の 他 処 理 に 伴 う 安 全 性 に 関 し 、 十 分 な 調 査 を 行 う と と も に 、 周囲 に 出 水 等 の 被 害 が 生 じ な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 前 項 の 調 査 結 果 に つ いて 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  （ 区 域 内 の 排 水 施 設 の 整 備 ）  第 ５ ３ 条  開 発 事 業 区 域 内 の 排 水 施 設 の 整 備 に 当 た っ て は 、 別 表 第１ ３ の 規 定 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 整 備 の
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計 画 に 当 た っ て は 、 開 発 事 業 区 域 外 か ら の 流 入 雨 水 等 に つ い て も十 分 考 慮 し な け れ ば な ら な い 。  ２  開 発 事 業 区 域 内 の 排 水 施 設 は 、 排 水 量 の 把 握 及 び 放 流 先 の 排 水能 力 の 調 査 を 十 分 に 行 っ た 上 で 、 開 発 事 業 区 域 内 の 下 水 を 有 効 かつ 適 切 に 排 出 で き る よ う 、 公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 又 は 河 川 等 公共 の 水 域 に 接 続 し な け れ ば な ら な い 。   （ 公 共 水 域 へ の 放 流 時 の 協 議 ）  第 ５ ４ 条  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 内 の 排 水 を 周 辺 の 河 川 、 水 路 その 他 の 排 水 施 設 （ 市 の 管 理 に 属 さ な い も の を 含 む 。 ） に 放 流 す る場 合 は 、 当 該 施 設 に 係 る 排 水 能 力 、 利 水 の 状 況 を 調 査 す る と と もに 、 そ の 管 理 者 （ 市 長 を 除 く 。 ） そ の 他 利 害 関 係 人 と 協 議 し な けれ ば な ら な い 。   （ 区 域 内 の 排 水 調 整 等 に 関 す る 措 置 ）  第 ５ ５ 条  開 発 事 業 区 域 内 の 建 築 物 、 道 路 そ の 他 の 施 設 等 に つ い ては 、 開 発 事 業 区 域 か ら の 雨 水 の 流 出 を 抑 制 し 、 又 は 調 整 す る 構 造と な る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  ２  事 業 者 は 、 開 発 事 業 区 域 か ら の 排 水 の 放 流 先 の 施 設 の 排 水 能 力を 勘 案 し 、 周 囲 に 出 水 等 に よ る 被 害 が 生 ず る こ と の な い よ う 、 当該 施 設 に 関 し 増 強 等 の 整 備 を 行 う ほ か 、 調 整 池 を 設 置 す る 等 必 要な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 調 整 池 の 容量 等 は 別 表 第 １ ４ の 規 定 に よ る も の と す る 。     第 ７ 章  開 発 事 業 に 係 る 紛 争 調 整   （ あ っ せ ん の 開 始 決 定 及 び 通 知 ）  第 ５ ６ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ２ 条 第 １ 項 に よ る 申 出 の あ っ た と き は 、当 該 申 出 の 内 容 に 関 し 既 に あ っ せ ん 等 が 行 わ れ て い る 場 合 、 同 項後 段 に よ る 申 出 に 関 し 相 当 の 理 由 が 認 め ら れ な い 場 合 そ の 他 の 特別 の 事 情 の あ る 場 合 を 除 き 、 あ っ せ ん を 行 う こ と を 決 定 す る も のと す る 。  ２  市 長 は 、 前 項 の 決 定 に つ い て 、 あ っ せ ん 開 始 （ 不 開 始 ） 決 定 通知 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） に よ り 紛 争 当 事 者 （ 当 事 者 の 一 方 か ら 申 出 の
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あ っ た 場 合 に お い て 、 あ っ せ ん を 行 わ な い 決 定 を し た 場 合 に あ って は 、 当 該 申 出 を 行 っ た も の ） に 通 知 す る も の と す る 。   （ あ っ せ ん の 打 切 り 通 知 ）  第 ５ ７ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ２ 条 第 ５ 項 に よ り あ っ せ ん を 打 ち 切 ると き は 、 あ っ せ ん 打 切 り 通 知 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 紛 争 当 事 者に 通 知 す る も の と す る 。   （ 調 停 移 行 の 勧 告 及 び 諾 否 の 届 出 ）  第 ５ ８ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ３ 条 第 １ 項 に よ り 調 停 へ の 移 行 を 勧 告す る と き は 、 紛 争 当 事 者 に 対 し 、 調 停 移 行 勧 告 書 （ 第 ９ 号 様 式 ）に よ り 行 う も の と す る 。  ２  前 項 に よ る 勧 告 を 受 け た 紛 争 当 事 者 は 、 当 該 勧 告 に 対 す る 諾 否に つ い て 、 別 表 第 ２ に 定 め る と こ ろ に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ばな ら な い 。   （ 調 停 の 開 始 決 定 及 び 通 知 ）  第 ５ ９ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 に よ り 調 停 を 開 始 し 、 又 は調 停 を 行 わ な い 旨 を 決 定 し た と き は 、 調 停 開 始 （ 不 開 始 ） 決 定 通知 書 （ 第 １ ０ 号 様 式 ） に よ り 紛 争 当 事 者 に 通 知 す る も の と す る 。   （ 調 停 に 関 す る 三 浦 市 開 発 事 業 紛 争 調 整 委 員 会 へ の 諮 問 ）  第 ６ ０ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ３ 条 第 ５ 項 に よ り 、 調 停 案 の 作 成 （ 既存 の 調 停 案 を 修 正 す る 場 合 を 除 く 。 ） そ の 他 調 停 に 当 た り 必 要 と認 め る 事 項 に つ い て 、 三 浦 市 開 発 事 業 紛 争 調 整 委 員 会 に 対 し 諮 問を 行 う も の と す る 。   （ 調 停 案 の 受 諾 勧 告 及 び 諾 否 の 届 出 ）  第 ６ １ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ３ 条 第 ４ 項 に よ り 調 停 案 の 受 諾 を 勧 告す る と き は 、 紛 争 当 事 者 に 対 し 、 調 停 案 受 諾 勧 告 書 （ 第 １ １ 号 様式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  ２  前 項 に よ る 勧 告 を 受 け た 紛 争 当 事 者 は 、 当 該 勧 告 に 対 す る 諾 否に つ い て 、 別 表 第 ２ に 定 め る と こ ろ に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ばな ら な い 。   （ 調 停 の 打 切 り 通 知 ）  
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第 ６ ２ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ３ 条 第 ７ 項 に よ り 調 停 を 打 ち 切 る と きは 、 調 停 打 切 り 通 知 書 （ 第 １ ２ 号 様 式 ） に よ り 紛 争 当 事 者 に 通 知す る も の と す る 。   （ 紛 争 当 事 者 の 代 表 の 選 定 ）  第 ６ ３ 条  市 長 は 、 あ っ せ ん 又 は 調 停 の た め 必 要 が あ る と 認 め る とき は 、 紛 争 当 事 者 の 中 か ら 、 手 続 に お け る 代 表 者 を １ 人 又 は 数 人選 任 す る よ う 求 め る こ と が で き る 。  ２  紛 争 当 事 者 は 、 前 項 に よ り 代 表 者 を 選 任 し た と き は 、 別 表 第 ２に 定 め る と こ ろ に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。   （ 工 事 の 着 手 の 延 期 等 の 要 請 ）  第 ６ ４ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ４ 条 に よ り 工 事 の 着 手 の 延 期 等 を 要 請す る と き は 、 事 業 者 に 対 し 、 工 事 着 手 延 期 ・ 工 事 停 止 要 請 書 （ 第１ ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。     第 ８ 章  優 良 開 発 事 業 計 画   （ 優 良 開 発 事 業 計 画 の 認 定 通 知 ）  第 ６ ５ 条  市 長 は 、 条 例 第 ４ ５ 条 第 ３ 項 に よ る 認 定 を 行 っ た と き は 、事 業 者 に 対 し 、 優 良 開 発 事 業 計 画 認 定 通 知 書 （ 第 １ ４ 号 様 式 ） によ り 通 知 す る も の と す る 。   （ 優 良 開 発 事 業 計 画 に 対 す る 措 置 ）  第 ６ ６ 条  条 例 第 ４ ６ 条 に よ る 規 則 で 定 め る 措 置 は 、 条 例 第 １ ９ 条第 １ 項 に よ る 市 長 と の 事 前 協 議 等 を 促 進 す る た め の 、 市 の 職 員 から な る 優 良 開 発 事 業 計 画 の 検 討 会 議 の 設 置 と す る 。     第 ９ 章  三 浦 市 開 発 事 業 紛 争 調 整 委 員 会   （ 委 員 会 の 組 織 等 ）  第 ６ ７ 条  三 浦 市 開 発 事 業 紛 争 調 整 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ）  に 委 員 長 を 置 き 、 委 員 長 は 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  ２  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 委 員 会 を 代 表 す る 。  ３  委 員 長 に 事 故 あ る と き 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は 、 あ ら か じ め委 員 長 の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。   （ 委 員 会 の 会 議 、 意 見 の 聴 取 等 ）  



19 

 

第 ６ ８ 条  委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。  ２  委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 開 催 す る こと が で き な い 。  ３  委 員 会 の 会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 のと き は 、 委 員 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  ４  委 員 会 の 会 議 は 、 非 公 開 と す る 。 た だ し 、 特 に 必 要 が あ る と きは 、 委 員 会 の 議 決 に よ り 公 開 す る こ と が で き る 。  ５  委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 紛 争 当 事 者 、 当 該 紛 争に 関 し 専 門 的 知 見 を 有 す る 者 、 市 職 員 そ の 他 の 者 に 対 し 、 委 員 会の 会 議 へ の 出 席 を 求 め 、 意 見 又 は 説 明 の 聴 取 、 資 料 の 提 供 そ の 他の 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。     第 １ ０ 章  雑 則   （ 通 常 の 管 理 行 為 そ の 他 の 行 為 ）  第 ６ ９ 条  条 例 第 ４ ８ 条 第 ４ 号 に よ り 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 都 市 計画 法 施 行 令 第 ２ ２ 条 各 号 に 掲 げ る 開 発 行 為 及 び 当 該 開 発 行 為 の 目的 と し て 同 条 各 号 に 掲 げ る 建 築 そ の 他 の 行 為 と す る 。   （ 身 分 証 明 書 ）  第 ７ ０ 条  条 例 第 ５ １ 条 第 ２ 項 に よ り 職 員 が 携 帯 す る 証 明 書 は 、 身分 証 明 書 （ 第 １ ５ 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。   （ 公 表 の 方 法 ）  第 ７ １ 条  条 例 第 ５ ２ 条 第 １ 項 に よ る 氏 名 等 の 公 表 は 、 公 告 の 手 続に 準 じ て 行 う ほ か 、 公 衆 の 見 や す い 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。   （ 委 任 ）  第 ７ ２ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に定 め る 。     附  則   こ の 規 則 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。     附  則 （ 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ３ １ 日 三 浦 市 規 則 第 ２ ４ 号 ）   こ の 規 則 は 、 平 成 ２ １ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  別 表 第 １ （ 第 ７ 条 関 係 ）  
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手 続 の 区 分  手 続 の 方 法  提 出 書 類 の 様 式  添 付 書 類  条 例 第 ６ 条 第１ 項 に よ る 地区 ま ち づ く り協 議 会 の 登 録を 受 け た い 団体 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

地 区 ま ち づ く り 協議 会 届 出 書  （ 第 １ ６ 号 様 式 ） ⑴  団 体 の 規 約 等  ⑵  団 体 の 構 成 員 、役 員 等 の 名 簿  ⑶  地 区 ま ち づ くり 区 域 の 位 置 図  ⑷  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ６ 条 第５ 項 に よ る 地区 ま ち づ く り協 議 会 の 登 録内 容 の 変 更 の届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

地 区 ま ち づ く り協 議 会 変 更 届 出書  （ 第 １ ７ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  地 区 ま ち づ く り協 議 会 解 散 届 出書  （ 第 １ ８ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  条 例 第 ７ 条 第１ 項 に よ る 地区 ま ち づ く り計 画 の 認 定 を受 け た い 計 画の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

地 区 ま ち づ く り計 画 届 出 書  （ 第 １ ９ 号 様 式 ） ⑴  計 画 書  ⑵  計 画 図 面 （ 縮尺 ２ ， ５ ０ ０ 分の １ 程 度 の 地 形図 に 、 計 画 に 係る 区 域 、 計 画 の内 容 等 を 記 載 した も の ）  ⑶  計 画 策 定 の 経過 を 示 す 書 類  ⑷  条 例 第 ７ 条 第２ 項 に よ る 市 民等 の 賛 同 を 証 する 書 類  ⑸  条 例 第 ７ 条 第２ 項 に よ る 賛 同者 の 一 覧 表  ⑹  条 例 第 ７ 条 第２ 項 に よ る 賛 同者 の 所 有 す る 土地 の 目 録  ⑺  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ８ 条 第１ 項 に よ る テー マ 型 ま ち づく り 協 議 会 の登 録 を 受 け たい 団 体 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

テ ー マ 型 ま ち づく り 協 議 会 届 出書  （ 第 ２ ０ 号 様 式 ） ⑴  団 体 の 規 約 等  ⑵  団 体 の 構 成 員 、役 員 等 の 名 簿  ⑶  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ８ 条 第５ 項 に よ る テー マ 型 ま ち づく り 協 議 会 の登 録 内 容 の 変更 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

テ ー マ 型 ま ち づく り 協 議 会 変 更届 出 書  （ 第 ２ １ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  テ ー マ 型 ま ち づく り 協 議 会 解 散届 出 書  （ 第 ２ ２ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  
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条 例 第 ９ 条 第１ 項 に よ る テー マ 型 ま ち づく り 計 画 の 認定 を 受 け た い計 画 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

テ ー マ 型 ま ち づく り 計 画 届 出 書  （ 第 ２ ３ 号 様 式 ） ⑴  計 画 書  ⑵  計 画 策 定 の 経過 を 示 す 書 類  ⑶  条 例 第 ９ 条 第２ 項 に よ る 市 民等 の 賛 同 を 証 する 書 類  ⑷  条 例 第 ９ 条 第２ 項 に よ る 賛 同者 の 一 覧 表  ⑸  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 １ ６ 条第 ２ 項 又 は 第３ ２ 条 第 １ 項若 し く は 第 ２項 に よ る 開 発事 業 の 事 前 相談 書 類 の 提 出  

⑴  市 長 に 対 し必 要 書 類 を ４部 提 出 す る 。  ⑵  条 例 第 ３ ２条 第 １ 項 又 は第 ２ 項 に よ る  提 出 の 場 合 は 、変 更 を 生 じ た事 項 を 明 示 の上 、 同 様 に 提出 す る 。  

開 発 事 業 （ 変 更 ）事 前 相 談 書  （ 第 ２ ４ 号 様 式 ） 別 表 第 ３ に 定 め ると こ ろ に よ る 。  

条 例 第 １ ７ 条第 ２ 項 又 は 第２ ０ 条 第 ２ 項に よ る 開 発 事業 の 概 要 等 を明 示 し た 表 示板 の 設 置  

⑴  表 示 板 を 設置 す る 。  ⑵  条 例 第 １ ７条 第 ２ 項 に よる 表 示 を 終 了し 、 条 例 第 ２０ 条 第 ３ 項 によ る 表 示 を 行う 場 合 又 は 各表 示 の 内 容 に変 更 が あ っ た場 合 は 、 各 表示 に 即 し た 事項 を 追 記 修 正し 、 又 は 当 該変 更 後 の 内 容及 び 変 更 事 項に つ い て 追 記修 正 す る 。  

表 示 板  （ 第 ２ ５ 号 様 式 ） ―  

条 例 第 １ ７ 条第 ３ 項 又 は 第２ ０ 条 第 ３ 項に よ る 表 示 板の 設 置 の 報 告  

⑴  市 長 に 対 し必 要 書 類 を １部 提 出 す る 。  ⑵  表 示 の 内 容の 変 更 等 を 行っ た 場 合 も 、同 様 に 提 出 する 。  

表 示 板 設 置 等 報告 書  （ 第 ２ ６ 号 様 式 ） ⑴  設 置 さ れ た 表示 板 の 写 真 （ 表示 板 の 設 置 状 況を 遠 景 及 び 近 景で そ れ ぞ れ 確 認で き る 写 真 。 ただ し 、 近 景 の 写真 に あ っ て は 、記 載 事 項 が 確 認で き る も の に する こ と 。 ）  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  
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条 例 第 １ ８ 条第 ４ 項 に よ る住 民 説 明 会 の報 告  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を ３ 部 提 出す る 。  

住 民 説 明 会 報 告書  （ 第 ２ ７ 号 様 式 ） ⑴  説 明 会 に お ける 配 布 資 料  ⑵  説 明 会 の 議 事録  ⑶  出 席 者 の 名 簿  ⑷  説 明 の 対 象 とし た 近 隣 住 民 等（ 特 定 開 発 事 業が 大 規 模 開 発 事業 に 該 当 す る とき は 、 周 辺 住 民等 と す る 。 以 下同 じ 。 ） の 範 囲を 説 明 す る 書 類  ⑸  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 １ ８ 条第 ６ 項 に よ る近 隣 住 民 等 への 説 明 に 関 する 報 告  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

個 別 説 明 等 報 告書  （ 第 ２ ８ 号 様 式 ） ⑴  説 明 に 係 る 配布 資 料  ⑵  説 明 の 対 象 とし た 近 隣 住 民 等の 範 囲 を 説 明 する 書 類  ⑶  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 １ ９ 条第 ２ 項 又 は 第３ ２ 条 第 １ 項若 し く は 第 ２項 に よ る 事 前協 議 書 類 の 提出  

⑴  市 長 の 指 示す る 部 数 の 必要 書 類 を 市 長に 提 出 す る 。  ⑵  条 例 第 ３ ２条 第 １ 項 又 は第 ２ 項 に よ る  提 出 の 場 合 は 、変 更 を 生 じ た事 項 を 明 示 の上 、 同 様 に 提出 す る 。  

開 発 事 業 （ 変 更 ）事 前 協 議 書  （ 第 ２ ９ 号 様 式 ） 別 表 第 ３ に 定 め ると こ ろ に よ る 。  

条 例 第 ２ １ 条第 １ 項 に よ る意 見 書 の 提 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

意 見 書  （ 第 ３ ０ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  条 例 第 ２ １ 条第 ３ 項 に よ る見 解 書 の 提 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

見 解 書  （ 第 ３ １ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  条 例 第 ２ ２ 条第 １ 項 又 は 第２ 項 に よ る 公聴 会 の 開 催 請求  

⑴  周 辺 住 民 等が 請 求 す る 場  合 に あ っ て は 、周 辺 住 民 等 の中 か ら 代 表 者を 定 め 、 市 長に 対 し 必 要 書類 を １ 部 提 出す る 。  ⑵  事 業 者 が 請求 す る 場 合 にあ っ て は 、 市
公 聴 会 開 催 請 求書  （ 第 ３ ２ 号 様 式 ） ⑴  請 求 に 関 す る住 民 等 の 同 意 を証 す る 書 類 （ 周辺 住 民 等 が 請 求  す る 場 合 に 限 る 。 ）⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  
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長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提出 す る 。  

条 例 第 ２ ３ 条第 １ 項 に よ る開 発 事 業 計 画書 の 提 出  

⑴  市 長 に 対 し必 要 書 類 を ４部 提 出 す る 。  ⑵  条 例 第 ３ ２条 第 ２ 項 に よる 提 出 の 場 合は 、 変 更 を 生じ た 事 項 を 明示 の 上 、 同 様に 提 出 す る 。  

開 発 事 業 （ 変 更 ）計 画 書  （ 第 ３ ３ 号 様 式 ） 別 表 第 ４ に 定 め ると こ ろ に よ る 。  

条 例 第 ２ ９ 条に よ る 事 業 着手 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

開 発 事 業 着 手 届出 書  （ 第 ３ ４ 号 様 式 ） ⑴  開 発 事 業 に 係る 工 事 の 工 程 表  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ３ １ 条に よ る 特 定 開発 事 業 に 係 る工 事 の 施 行 状況 の 報 告  

工 事 の 施 行 期 間中 に お い て 、 毎月 １ 回 、 市 長 に対 し 必 要 書 類 を１ 部 提 出 す る 。  

施 行 状 況 報 告 書  （ 第 ３ ５ 号 様 式 ） ⑴  工 事 の 施 行 状況 を 示 す 図 書 （  土 地 利 用 計 画 図等 に 施 行 状 況 を  明 示 す る こ と 。 ）⑵  工 事 の 工 程 表  ⑶  工 事 の 状 況 写真 （ 撮 影 位 置 及び 撮 影 方 向 を 示し た 図 面 を 添 える こ と 。 ）  ⑷  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ３ ２ 条第 ３ 項 に よ る特 定 開 発 事 業の 内 容 の 変 更の 届 出  

第 ２ ０ 条 第 ２ 項に よ る 場 合 を 除き 、 市 長 に 対 し必 要 書 類 を １ 部提 出 す る 。  

開 発 事 業 変 更 届出 書  （ 第 ３ ６ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  条 例 第 ３ ３ 条に よ る 特 定 開発 事 業 の 工 事の 完 了 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

開 発 事 業 完 了 届出 書  （ 第 ３ ７ 号 様 式 ） ⑴  公 図 の 写 し  ⑵  竣 工 図 面  ⑶  施 行 前 後 及 び施 行 中 の 写 真 で市 長 が 指 示 す るも の  ⑷  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ３ ７ 条第 １ 項 に よ る特 定 開 発 事 業の 廃 止 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

開 発 事 業 廃 止 届出 書  （ 第 ３ ８ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  条 例 第 ３ ８ 条第 １ 項 に よ る建 築 計 画 の 届出  

次 に 掲 げ る 申 請を 行 う 場 合 に 、市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出 建 築 計 画 届 出 書  （ 第 ３ ９ 号 様 式 ） ⑴  建 築 確 認 申 請に 係 る 届 出 の 場合 は 、 建 築 基 準法 施 行 規 則 （ 昭
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す る 。  ⑴  建 築 確 認 申請  ⑵  道 路 の 位 置の 指 定 の 申 請  

和 ２ ５ 年 建 設 省令 第 ４ ０ 号 ） 第１ 条 の ３ に 規 定す る 建 築 計 画 概要 書 、 付 近 見 取図 及 び 配 置 図 の写 し  ⑵  道 路 の 位 置 の指 定 の 申 請 に 係  る 届 出 の 場 合 は 、建 築 基 準 法 施 行規 則 第 ９ 条 に 規定 す る 地 籍 図 及び 付 近 見 取 図 の写 し  ⑶  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ４ ２ 条第 １ 項 に よ る紛 争 の 調 整 の申 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

紛 争 調 整 申 出 書  （ 第 ４ ０ 号 様 式 ） ⑴  申 出 人 の 代 表者 を 選 任 し た 場合 に あ っ て は 、代 表 者 選 任 届 出書 （ 第 ４ １ 号 様式 ）  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ４ ５ 条第 ２ 項 に よ る優 良 開 発 事 業計 画 の 認 定 申請  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

優 良 開 発 事 業 計画 認 定 申 請 書  （ 第 ４ ２ 号 様 式 ） ⑴  良 好 な ま ち づく り に 貢 献 す る開 発 事 業 の 内 容に つ き 参 考 と なる 資 料 が あ る 場合 は 、 当 該 資 料  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 資料  条 例 第 ４ ９ 条第 ２ 項 に よ る事 業 者 の 地 位の 承 継 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

承 継 届 出 書  （ 第 ４ ３ 号 様 式 ） ⑴  登 記 事 項 証 明書 そ の 他 の 承 継が あ っ た こ と を証 す る 書 類  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  条 例 第 ４ ９ 条第 ３ 項 に よ る事 業 者 の 地 位の 承 継 の 承 認申 請  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

承 継 承 認 申 請 書  （ 第 ４ ４ 号 様 式 ） ⑴  土 地 の 所 有 権 、事 業 権 そ の 他 の特 定 開 発 事 業 の実 施 に 関 す る 権原 を 取 得 し た こと を 証 す る 書 類  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類    備 考  ⑴  代 理 人 に よ る 届 出 、 申 請 等 の 場 合 は 、 こ の 表 に 定 める も の の ほ か 委 任 状 を 添 付 す る こ と 。       ⑵  こ の 表 に 定 め る も の の ほ か 、 届 出 、 申 請 等 の 手 続 の
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内 容 に 応 じ 、 特 に 市 長 の 指 示 が あ る 場 合 は 、 こ れ に 従う こ と 。  別 表 第 ２ （ 第 ７ 条 、 第 １ ４ 条 、 第 １ ６ 条 、 第 ５ ８ 条 、 第 ６ １ 条 、 第６ ３ 条 関 係 ）  手 続 の 区 分  手 続 の 方 法  提 出 書 類 の 様 式  添 付 書 類  第 １ ４ 条 第 ３項 に よ る 市 長の 指 示 す る 部課 等 又 は 機 関等 と の 協 議 結果 の 報 告  

⑴  協 議 を 行 った 部 課 等 又 は機 関 等 に 必 要書 類 を 各 ２ 部提 出 の 上 、 確認 を 受 け る 。  ⑵  前 号 の 確 認の 後 に 、 当 該確 認 を 受 け た書 類 の う ち １部 を 市 長 に 提出 し 、 １ 部 を事 業 者 が 保 有す る 。  

協 議 結 果 報 告 書  （ 第 ４ ５ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  

第 １ ６ 条 に よる 公 聴 会 に おけ る 意 見 陳 述の 申 出  

公 聴 会 の 開 催 日の ７ 日 前 ま で に市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

意 見 陳 述 申 出 書  （ 第 ４ ６ 号 様 式 ） ⑴  意 見 陳 述 に 際し 参 考 と な る 資料 の あ る 場 合 には 、 当 該 資 料  ⑵  そ の 他 市 長 が必 要 と 認 め る 書類  第 ５ ８ 条 第 ２項 に よ る 調 停移 行 勧 告 に 対す る 諾 否 の 届出  

市 長 の 指 定 す る期 限 ま で に 、 市長 に 対 し 必 要 書類 を １ 部 提 出 する 。  

調 停 移 行 勧 告 諾否 届 出 書  （ 第 ４ ７ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  第 ６ １ 条 第 ２項 に よ る 調 停案 の 受 諾 勧 告に 対 す る 諾 否の 届 出  

市 長 の 指 定 す る期 限 ま で に 、 市長 に 対 し 必 要 書類 を １ 部 提 出 する 。  

調 停 案 諾 否 届 出書  （ 第 ４ ８ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類  第 ６ ３ 条 第 ２項 に よ る あ っせ ん 又 は 調 停に お け る 代 表者 選 任 の 届 出  

市 長 に 対 し 必 要書 類 を １ 部 提 出す る 。  

代 表 者 選 任 届 出書  （ 第 ４ １ 号 様 式 ） 市 長 が 必 要 と 認 める 書 類    備 考  ⑴  代 理 人 に よ る 届 出 、 申 請 等 の 場 合 は 、 こ の 表 に 定 める も の の ほ か 委 任 状 を 添 付 す る こ と 。       ⑵  こ の 表 に 定 め る も の の ほ か 、 届 出 、 申 請 等 の 手 続 の内 容 に 応 じ 、 特 に 市 長 の 指 示 が あ る 場 合 は 、 こ れ に 従う こ と 。  別 表 第 ３ （ 第 ７ 条 関 係 ）  
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 開 発 事 業 （ 変 更 ） 事 前 相 談 書 及 び 開 発 事 業 （ 変 更 ） 事 前 協 議 書 の添 付 書 類  添 付順 序  図 書 の 名 称  縮 尺  明 示 す べ き 事 項  １  開 発 事 業 区 域位 置 図  １ / 2 5 0 0  以 上  ⑴  主 要 道 路 、 河 川 等 目 標 と な る も の の 位置 及 び 着 色 （ 道 路 （ う す 茶 ） 、 河 川（ 青 ） ）  ⑵  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  
２  公 図 の 写 し  １ ／ 6 0 0  以 上  ⑴  明 示 す べ き 範 囲 は 、 開 発 事 業 区 域 内 及び そ の 周 辺  ⑵  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑶  開 発 事 業 区 域 内 及 び そ の 周 辺 地 域 の 道路 、 水 路 等 の 位 置 及 び 着 色 （ 公 道 （ う す茶 ） 、 水 路 （ 青 ） 、 青 地 （ 黄 ） ）  ⑷  地 目 、 地 権 者 及 び 面 積  ３  現 況 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  開 発 事 業 区 域 内 及 び そ の 周 辺 地 域 の 道路 、 水 路 等 の 位 置 及 び 着 色 （ 公 道 （ う す茶 ） 、 水 路 （ 青 ） 、 青 地 （ 黄 ） ）  ４  求 積 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  三 斜 求 積 等 に よ る 求 積 図  ⑵  計 算 書  ５  土 地 利 用 計 画図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  公 共 施 設 及 び 公 益 施 設 の 位 置 （ 着 色 ）  ⑶  予 定 建 築 物 の 配 置 等 （ 着 色 ）  
６  造 成 計 画 平 面図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  が け 又 は 擁 壁 の 位 置  ⑶  切 土 又 は 盛 土 を す る 土 地 の 部 分 及 び 着色 （ 切 土 （ 黄 ） 、 盛 土 （ 赤 ） ）  ⑷  道 路 の 位 置  ⑸  宅 地 の 地 盤 高 等  ７  造 成 計 画 断 面図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  切 土 又 は 盛 土 を す る 前 後 の 地 盤 面  ⑵  が け 又 は 擁 壁 の 位 置  
８  排 水 施 設 計 画平 面 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  排 水 施 設 の 位 置 、 種 類 、 材 料 、 形 状 、勾 配 及 び 水 の 流 れ の 方 向  ⑶  雨 水 桝 、 汚 水 桝 の 位 置 及 び 形 状 等  ⑷  放 流 先 の 状 況   ９  予 定 建 築 物 の平 面 図  １ ／ 2 0 0  以 上  （ 建 築 物 の 建 築 の 場 合 の み ）  1 0  予 定 建 築 物 の立 面 図 及 び 断面 図  １ ／ 2 0 0  以 上  （ 建 築 物 の 建 築 の 場 合 の み ）  
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1 1  日 影 図  １ ／ 2 0 0  以 上  
（ 中 高 層 建 築 物 の 建 築 の 場 合 の み ）  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  予 定 建 築 物 の 位 置  ⑶  冬 至 日 の 真 太 陽 時 に よ る 午 前 ９ 時 か ら午 後 ３ 時 ま で の １ 時 間 毎 の 各 時 刻 に 予 定建 築 物 が 水 平 面 に 生 じ さ せ る 日 影 の 形 状  （ 日 影 は 、 基 準 緯 度 に お け る も の と し 、日 影 を 描 く 水 平 面 及 び 彩 色 は 、 （ 注 ） ４に よ る 。 ）  （ 変 更 申 請 の 場 合 の 添 付 書 類 ）  １  変 更 理 由 、 変 更 内 容 の 概 要 書  ２  変 更 に 関 す る 図 書 （ 変 更 前 及 び 変 更 後 の 内 容 が わ か る も の ）  （ 注 ） １  添 付 書 類 の と じ 込 み 順 序 は 、 添 付 順 序 欄 の 番 号 順 とす る 。  ２  添 付 図 面 に つ い て 、 そ の 記 載 内 容 か ら 他 の 図 面 と 併記 し て 用 い る こ と が で き る も の は 、 他 の 図 面 と 併 用 する こ と が で き る 。  ３  開 発 事 業 の 計 画 の 変 更 に 伴 う 書 類 の 提 出 に あ っ て は 、当 該 変 更 前 後 の 内 容 が わ か る よ う 、 対 照 さ せ て 整 理 する こ と 。  ４  日 影 を 描 く 水 平 面 及 び 日 影 線 の 彩 色  ⑴  日 影 を 描 く 水 平 面 は 、 建 築 物 が 周 囲 の 地 面 と 接 する 位 置 の 最 も 低 い 高 さ に お け る 水 平 面 と す る 。        

      太陽

水平面

例例例例

建物
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  ⑵  日 影 線 の 彩 色 は 、 各 時 刻 に よ り 次 の 表 の と お り 行う も の と す る 。    時 刻（ 時 ）  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  色  緑  橙  青  赤  藍  黄  紫  
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別 表 第 ４ （ 第 ７ 条 関 係 ）  開 発 事 業 計 画 書 の 添 付 書 類  添 付順 序  図 書 の 名 称  縮 尺  明 示 す べ き 事 項  １  開 発 事 業 区 域位 置 図  １ / 2 5 0 0  以 上  ⑴  主 要 道 路 、 河 川 等 目 標 と な る も の の 位置 及 び 着 色 （ 道 路 （ う す 茶 ） 、 河 川（ 青 ） ）  ⑵  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  
２  公 図 の 写 し  １ ／ 6 0 0  以 上  ⑴  明 示 す べ き 範 囲 は 、 開 発 事 業 区 域 内 及び そ の 周 辺  ⑵  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑶  開 発 事 業 区 域 内 及 び そ の 周 辺 地 域 の 道路 、 水 路 等 の 位 置 及 び 着 色 （ 公 道 （ う す茶 ） 、 水 路 （ 青 ） 、 青 地 （ 黄 ） ）  ⑷  地 目 、 地 権 者 及 び 面 積  ３  現 況 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  開 発 事 業 区 域 内 及 び そ の 周 辺 地 域 の 道路 、 水 路 等 の 位 置 及 び 着 色 （ 公 道 （ う す茶 ） 、 水 路 （ 青 ） 、 青 地 （ 黄 ） ）  ４  開 発 事 業 区 域  内 権 利 者 一 覧  表  ―  （ 都 市 計 画 法 第 2 9 条 の 開 発 行 為 許 可 申 請を 行 わ な い 場 合 の み ）  ５  開 発 事 業 の 施  行 等 の 同 意 書  ―  （ 都 市 計 画 法 第 2 9 条 の 開 発 行 為 許 可 申 請を 行 わ な い 場 合 の み ）  ６  開 発 事 業 区 域  内 の 不 動 産 の  登 記 事 項 証 明  書  ―  （ 都 市 計 画 法 第 2 9 条 の 開 発 行 為 許 可 申 請を 行 わ な い 場 合 の み ）  ７  求 積 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  三 斜 求 積 図  ⑵  計 算 書 （ 道 路 、 公 園 、 緑 地 等 の 公 共 施設 の 求 積 を 明 示 ）  ８  土 地 利 用 計 画図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  道 路 、 公 園 、 排 水 施 設 、 消 防 水 利 等 の公 共 施 設 の 位 置 、 形 状 及 び 道 路 の 幅 員（ 着 色 ）  ⑶  公 益 施 設 の 位 置 （ 着 色 ）  ⑷  予 定 建 築 物 の 配 置 等 （ 着 色 ）  
９  造 成 計 画 平 面図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  が け 又 は 擁 壁 の 位 置 、 構 造 及 び 高 さ  ⑶  切 土 又 は 盛 土 を す る 土 地 の 部 分 及 び 着色 （ 切 土 （ 黄 ） 、 盛 土 （ 赤 ） ）  ⑷  道 路 の 位 置 、 形 状 、 幅 員 、 勾 配 及 び 構造  ⑸  宅 地 の 地 盤 高 、 面 積 及 び 等 高 線  1 0  造 成 計 画 断 面図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  切 土 又 は 盛 土 を す る 前 後 の 地 盤 面 及 び着 色 （ 切 土 （ 黄 ） 、 盛 土 （ 赤 ） ）  ⑵  が け 又 は 擁 壁 の 位 置  
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1 1  道 路 縦 断 面 図  １ ／ 5 0 0  以 上  計 画 前 後 の 地 盤 高 及 び 縦 断 勾 配 等  1 2  道 路 標 準 断 面図  １ ／ 1 0 0  以 上  構 造 、 形 状 、 幅 員 及 び 横 断 勾 配 等  
1 3  排 水 施 設 計 画平 面 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  排 水 施 設 の 位 置 、 種 類 、 材 料 、 形 状 、勾 配 及 び 水 の 流 れ の 方 向  ⑶  雨 水 桝 、 汚 水 桝 の 位 置 及 び 形 状 等  ⑷  調 整 池 の 位 置 及 び 構 造  ⑸  放 流 先 の 状 況  1 4  排 水 流 量 計 算図 書  ―  ⑴  排 水 区 域 図 （ 河 川 及 び 水 路 に 放 流 す る場 合 は 、 流 域 図 又 は 集 水 区 域 図 ）  ⑵  集 水 系 統 別 に 計 画 水 量 を 算 定 し た 計 算書  1 5  排 水 施 設 縦 断面 図  １ ／ 5 0 0  以 上  計 画 前 後 の 地 盤 高 、 縦 断 勾 配 等  1 6  排 水 施 設 断 面図  １ ／ 1 0 0  以 上  放 流 先 の 状 況  1 7  排 水 施 設 構 造図  １ ／ 2 0  以 上  排 水 桝 、 排 水 溝 等 の 排 水 施 設 の 構 造  1 8  調 整 池 計 画 図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  構 造 計 算 書  ⑵  平 面 図  ⑶  構 造 図 （ １ ／ 5 0 以 上 ）  1 9  汚 水 処 理 施 設計 画 図  １ ／ 1 0 0  以 上  ⑴  設 計 計 算 書  ⑵  構 造 計 算 書  ⑶  フ ロ ー シ ー ト  ⑷  平 面 図  ⑸  構 造 図 （ １ ／ 5 0 以 上 ）  2 0  給 水 施 設 計 画平 面 図  １ ／ 5 0 0  以 上  給 水 施 設 の 位 置 、 材 料 、 形 状 及 び 管 径  2 1  消 防 水 利 計 画図  １ ／ 5 0 0  以 上  ⑴  防 火 水 槽 の 位 置 、 容 量 、 構 造 図 （ １ ／5 0 以 上 ） 及 び 構 造 計 算 書  ⑵  消 火 栓 の 位 置 及 び 構 造  2 2  緑 化 計 画 図  １ ／ 5 0 0  以 上  樹 木 の 位 置 、 樹 種 等  2 3  公 園 施 設 計 画図  １ ／ 1 0 0  以 上  公 園 施 設 の 位 置 、 構 造 等  
2 4  が け の 断 面 図  １ ／ 5 0  以 上  ⑴  が け の 高 さ 及 び 勾 配  ⑵  土 質 の 種 類 及 び 層 の 厚 さ  ⑶  計 画 前 後 の 地 盤 面 、  ⑷  が け 面 の 保 護 の 方 法  ⑸  地 質 調 査 に 関 す る 図 書 （ 軟 弱 地 盤 の 場合 の み ）  
2 5  擁 壁 の 断 面 図  １ ／ 5 0  以 上  ⑴  擁 壁 の 寸 法 、 勾 配 、 材 料 及 び 寸 法  ⑵  裏 込 め コ ン ク リ ー ト の 寸 法  ⑶  透 水 層 の 位 置 及 び 寸 法  ⑷  計 画 前 後 の 地 盤 面  ⑸  基 礎 地 盤 の 土 質  ⑹  基 礎 杭 の 位 置 、 材 料 及 び 寸 法  ⑺  展 開 図  ⑻  構 造 計 算 書  
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2 6  予 定 建 築 物 の平 面 図  １ ／ 2 0 0  以 上  （ 建 築 物 の 建 築 の 場 合 の み ）  計 画 概 要 ・ 面 積 表  2 7  予 定 建 築 物 の立 面 図 及 び 断面 図  １ ／ 2 0 0  以 上  （ 建 築 物 の 建 築 の 場 合 の み ）  建 築 物 の 高 さ  
2 8  日 影 図  １ ／ 2 0 0  以 上  （ 中 高 層 建 築 物 の 建 築 の 場 合 の み ）  ⑴  開 発 事 業 区 域 （ 赤 枠 ）  ⑵  予 定 建 築 物 の 位 置  ⑶  冬 至 日 の 真 太 陽 時 に よ る 午 前 ９ 時 か ら午 後 ３ 時 ま で の １ 時 間 毎 の 各 時 刻 に 予 定建 築 物 が 水 平 面 に 生 じ さ せ る 日 影 の 形 状  （ 日 影 は 、 基 準 緯 度 に お け る も の と し 、日 影 を 描 く 水 平 面 及 び 彩 色 は （ 注 ） ４ によ る 。 ）  
2 9  前 各 項 に 掲 げ る  書 類 を 除 く ほ か 、第 １ ４ 条 第 ３ 項  に よ り 確 認 を 受  け た 協 議 結 果 の  報 告 書 類 に 添 付  さ れ た 資 料 が あ  る 場 合 は 、 当 該  資 料   ―  

―  

（ 変 更 申 請 の 場 合 の 添 付 書 類 ）  １  変 更 理 由 、 変 更 内 容 の 概 要 書  ２  変 更 に 関 す る 図 書 （ 変 更 前 及 び 変 更 後 の 内 容 が わ か る も の ）  （ 注 ） １  添 付 書 類 の と じ 込 み 順 序 は 、 添 付 順 序 欄 の 番 号 順 とす る 。  ２  添 付 図 面 に つ い て 、 そ の 記 載 内 容 か ら 他 の 図 面 と 併記 し て 用 い る こ と が で き る も の は 、 他 の 図 面 と 併 用 する こ と が で き る 。  ３  開 発 事 業 の 計 画 の 変 更 に 伴 う 書 類 の 提 出 に あ っ て は 、当 該 変 更 前 後 の 内 容 が わ か る よ う 、 対 照 さ せ て 整 理 する こ と 。  ４  日 影 を 描 く 水 平 面 及 び 日 影 線 の 彩 色  
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⑴  日 影 を 描 く 水 平 面 は 、 建 築 物 が 周 囲 の 地 面 と 接 する 位 置 の 最 も 低 い 高 さ に お け る 水 平 面 と す る 。          ⑵  日 影 線 の 彩 色 は 、 各 時 刻 に よ り 次 の 表 の と お り 行う も の と す る 。      別 表 第 ５ （ 第 ２ ３ 条 関 係 ）  駐 車 場 等 の 整 備 に 関 す る 基 準  １  建 築 を 伴 う 開 発 事 業 で 次 に 掲 げ る も の は 、 当 該 各 号 に 定 め る駐 車 場 等 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。   ⑴  予 定 す る 建 築 物 の 用 途 が 戸 建 住 宅 で あ る も の に つ い て は 、計 画 戸 数 以 上 の 台 数 の 普 通 自 動 車 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和 ３ ５ 年  法 律 第 １ ０ ５ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  の 駐 車 が 可 能 な 駐 車 場 等 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。   ⑵  予 定 す る 建 築 物 の 用 途 が 共 同 住 宅 等 （ 共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 、下 宿 、 長 屋 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 用 途 の も の を い う 。 以 下 同じ 。 ） で あ る も の に つ い て は 、 計 画 戸 数 以 上 の 台 数 の 普 通 自

時 刻（ 時 ）  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  色  緑  橙  青  赤  藍  黄  紫  

      太陽

水平面

例例例例

建物
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動 車 及 び 計 画 戸 数 の ２ 分 の １ 以 上 の 台 数 の 二 輪 車 の 駐 車 が 可能 な 駐 車 場 等 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。  ２  前 項 に よ る 駐 車 場 等 の 整 備 は 、 建 築 物 の 敷 地 内 又 は 開 発 事 業区 域 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 整 備 が 困 難 で ある と 市 長 が 認 め る 場 合 は 、 建 築 物 の 敷 地 外 又 は 開 発 事 業 区 域 外に 同 等 以 上 の 駐 車 場 等 を 整 備 又 は 確 保 す る こ と に よ り 、 前 項 によ る 整 備 に 替 え る こ と が で き る 。  ３  前 ２ 項 に よ り 整 備 す る 駐 車 場 等 の 構 造 等 は 、 次 の と お り で なけ れ ば な ら な い 。   ⑴  予 定 す る 車 両 の 種 別 に 応 じ た 駐 車 区 画 を 明 示 す る こ と 。   ⑵  床 面 に 区 画 を 限 っ て 整 備 す る 駐 車 場 等 に お け る 普 通 自 動 車の 駐 車 区 画 は 、 縦 ５ メ ー ト ル 以 上 、 横 ２ ． ３ メ ー ト ル 以 上 とし 、 二 輪 車 の 駐 車 区 画 は 、 縦 １ ． ９ メ ー ト ル 以 上 、 横 ０ ． ６メ ー ト ル 以 上 と す る 。   ⑶  道 路 の 隅 切 り 部 分 に は 、 駐 車 場 等 又 は 駐 車 場 等 へ 進 入 す るた め の 出 入 り 口 を 設 置 し て は な ら な い 。  ４  第 １ 項 に 定 め る も の 以 外 の 開 発 事 業 に つ い て は 、 駐 車 場 等 の整 備 又 は 確 保 に つ い て 市 長 と 協 議 の 上 、 そ の 指 示 に 従 わ な け れば な ら な い 。  別 表 第 ６ （ 第 ２ ４ 条 関 係 ）  集 会 施 設 の 整 備 に 関 す る 基 準  １  集 会 施 設 の 設 置  予 定 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る 開 発 事 業 を 行 う 場 合 に お い て 、当 該 住 宅 の 計 画 戸 数 の 合 計 が ５ ０ 戸 以 上 で あ る 場 合 は 、 集 会 施設 を 設 置 し な け な け ら ば な ら な い 。  ２  集 会 施 設 の 構 造 、 位 置 等   ⑴  整 備 す る 集 会 施 設 は 、 共 同 住 宅 等 に 係 る も の を 除 き 、 平 屋建 て と し 、 か つ 、 独 立 棟 と し て 整 備 し な け れ ば な ら な い 。   ⑵  集 会 施 設 は 、 対 応 す る 住 宅 の 戸 数 に よ り 、 １ 棟 に つ き 次 に定 め る 床 面 積 を 満 た し た も の で な け れ ば な ら な い 。  
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対 応 す る 住 宅 の 戸 数  床 面 積  １ ０ ０ 戸 未 満  ７ ０ 平 方 メ ー ト ル 以上  １ ０ ０ 戸 以 上 ３ ０ ０ 戸 未満  １ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル以 上  ３ ０ ０ 戸 以 上 ６ ０ ０ 戸 未満  １ ６ ０ 平 方 メ ー ト ル以 上  ６ ０ ０ 戸 以 上 １ ０ ０ ０ 戸未 満  ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル以 上  １ ０ ０ ０ 戸 以 上  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル以 上   ⑶  前 ２ 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 集 会 施 設 の 構 造 （ 独 立 棟 の場 合 の 敷 地 面 積 を 含 む 。 ） 、 位 置 、 設 備 等 は 、 開 発 事 業 の 規模 、 建 築 さ れ る 住 宅 の 形 状 、 住 宅 又 は 居 室 の 配 置 等 の 状 況 に応 じ 、 高 度 の 耐 震 性 そ の 他 の 安 全 性 を 備 え 、 か つ 、 利 用 し やす い も の と な る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  別 表 第 ７ （ 第 ２ ５ 条 関 係 ）  ご み 集 積 施 設 の 整 備 等 に 関 す る 基 準  １  既 存 の ご み 集 積 施 設 の 利 用  計 画 戸 数 １ ５ 戸 未 満 の 戸 建 住 宅 又 は 計 画 戸 数 １ ２ 戸 未 満 の 共同 住 宅 等 を 予 定 建 築 物 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、 当 該 住 宅 から 排 出 さ れ る ご み に 関 し 、 既 存 の ご み 集 積 施 設 を 利 用 す る こ とに つ い て 当 該 施 設 の 管 理 者 と 協 議 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合に お い て 、 既 存 施 設 の 利 用 が 可 能 で あ る 住 宅 に 関 し て は 、 当 該施 設 を 適 正 に 利 用 す る も の と す る 。  ２  ご み 集 積 施 設 の 位 置 、 数 、 構 造 等  ⑴  戸 建 住 宅 又 は 共 同 住 宅 等 を 予 定 建 築 物 と す る 開 発 事 業 に つい て は 、 前 項 に よ り 既 存 の 施 設 を 利 用 す る 住 宅 に 関 す る も のを 除 き 、 次 に 定 め る 数 及 び 位 置 に よ り 、 ご み 集 積 施 設 を 整 備し な け ら ば な ら な い 。 た だ し 、 開 発 事 業 区 域 の 形 状 そ の 他 の理 由 に よ り 、 当 該 数 又 は 位 置 に よ る 整 備 が 困 難 で あ る と 市 長が 認 め る と き は 、 市 長 と 協 議 の 上 、 そ の 指 示 に 従 わ な け れ ばな ら な い 。   



35 

 

住 宅 の 種別  計 画 戸 数 （ 既 存 施 設 を利 用 す る 場 合 に は 、 当該 利 用 す る 住 宅 の 戸 数を 除 く 。 ）  整 備 す る 数  整 備 す る  位   置  戸 建 住 宅  ５ ０ 戸 以 下  １  開 発 事 業区 域 内  ５ １ 戸 以 上  ２ に ５ １ 戸 を  超 え る 戸 数 ５  ０ 戸 毎 に １ を  加 え た 数  共 同 住 宅等  戸 数 に か か わ ら ず  １  当 該 建 築物 の の 敷地 内  ⑵  整 備 す る ご み 集 積 施 設 に つ い て は 、 ０ ． １ ３ 立 方 メ ー ト ルに 対 応 す る 住 宅 の 計 画 戸 数 を 乗 じ て 得 た 容 量 （ 当 該 容 量 が １立 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る と き は 、 １ 立 方 メ ー ト ル ） 以 上 の 容量 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。    ⑶  整 備 す る ご み 集 積 施 設 の 位 置 、 構 造 等 に 関 し て は 、 周 囲 の生 活 環 境 等 に つ い て 十 分 配 慮 す る と と も に 、 ご み の 収 集 作 業等 に 支 障 の な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  ３  そ の 他 の 建 築 物 等 に 係 る ご み 集 積 施 設     前 項 に 定 め る も の 以 外 の 開 発 事 業 に つ い て は 、 ご み 集 積 施 設の 整 備 又 は 確 保 に つ い て 市 長 と 協 議 の 上 、 そ の 指 示 に 従 わ な けれ ば な ら な い 。  別 表 第 ８ （ 第 ３ ６ 条 関 係 ）  緑 化 に 関 す る 基 準  １  植 栽 地 の 確 保  ⑴  開 発 事 業 区 域 内 に は 、 次 に 定 め る 面 積 以 上 の 植 栽 地 を 整 備し 、 又 は 確 保 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 都 市 計 画 法 第 ２９ 条 第 １ 項 第 ６ 号 か ら 第 ８ 号 ま で に 定 め る も の に 関 す る 開 発事 業 又 は 主 と し て 農 業 若 し く は 漁 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 を 予定 建 築 物 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  ア  共 同 住 宅 等 を 予 定 建 築 物 と す る 開 発 事 業  開 発 事業 区 域の 面 積  1 , 0 0 0 ㎡以 上  3 , 0 0 0 ㎡未 満  3 , 0 0 0 ㎡ 以上  5 , 0 0 0 ㎡ 未満  5 , 0 0 0 ㎡以 上  １ h a 未 満  １ h a 以上  ３ h a 未満  ３ h a 以上  ５ h a 未満  ５ h a 以上  
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開 発 事業 区 域の 面 積に 占 める 植 栽地 の 面積 の 割合  
３ ％  ６ ％  ８ ％  ９ ％  1 2 ％  1 5 ％  

  イ  住 宅 以 外 の 建 築 物 を 予 定 建 築 物 と す る 開 発 事 業  開 発 事業 区 域の 面 積  1 , 0 0 0 ㎡以 上  3 , 0 0 0 ㎡未 満  3 , 0 0 0 ㎡ 以上  5 , 0 0 0 ㎡ 未満  5 , 0 0 0 ㎡以 上  １ h a 未 満  １ h a 以上  ３ h a 未満  ３ h a 以上  ５ h a 未満  ５ h a 以上  開 発 事業 区 域の 面 積に 占 める 植 栽地 の 面積 の 割合  
３ ％  ４ ％  ５ ％  ６ ％  ７ ％  ８ ％  

ウ  戸 建 住 宅 を 予 定 建 築 物 と す る 開 発 事 業  開 発 事業 区 域の 面 積  １ h a 以 上  ３ h a 未 満  ３ h a 以 上  ５ h a 未 満  ５ h a 以 上  1 0 h a 未 満  1 0 h a 以 上  2 0 h a 未 満  2 0 h a 以 上  開 発 事業 区 域の 面 積に 占 める 植 栽地 の 面積 の 割合  
５ ％  ６ ％  ７ ％  ８ ％  ９ ％  

 ⑵  前 号 イ に 定 め る 植 栽 地 の 面 積 の 最 低 限 度 に つ い て 、 開 発 事業 区 域 の 周 囲 の 状 況 等 を 勘 案 し て 市 長 が 特 に 認 め る 場 合 に は 、当 該 面 積 か ら 当 該 面 積 の ２ ０ パ ー セ ン ト を 限 度 と す る 面 積 を減 ず る こ と が で き る 。   ⑶  開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 公 園 そ の 他 の 緑 化 に 資 す る 施 設と し て 市 長 が 特 に 認 め る も の に つ い て は 、 そ の 整 備 又 は 確 保に よ り 、 第 １ 号 に よ る 植 栽 地 の 整 備 又 は 確 保 に 替 え る こ と がで き る 。  ２  植 栽 地 の 整 備 又 は 確 保 に 当 た っ て は 、 樹 種 そ の 他 の 植 栽 の 方法 に つ い て 、 市 の 気 候 、 周 囲 の 環 境 等 を 考 慮 し て 、 適 切 な も のと な る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  別 表 第 ９ （ 第 ３ ９ 条 関 係 ）  消 防 防 災 施 設 の 整 備 に 関 す る 基 準  １  消 防 水 利 及 び そ の 関 係 施 設 の 整 備   ⑴  消 防 水 利 の 設 置  
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ア  次 の い ず れ か に 該 当 す る 開 発 事 業 で 、 開 発 事 業 区 域 が 既存 の 各 消 防 水 利 （ 消 防 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 ） 第２ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 消 防 に 必 要 な 水 利 施 設 及 び 同 法 第２ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 消 防 水 利 と し て 指 定 さ れ た も のを い う 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 半 径 １ ２ ０ メ ー ト ル （ 近 隣 商 業地 域 、 商 業 地 域 及 び 工 業 地 域 に あ っ て は 、 １ ０ ０ メ ー ト ル 。イ に お い て 同 じ 。 ） の 範 囲 内 に 包 含 さ れ な い と き は 、 新 たな 消 防 水 利 を 設 置 す る も の と す る 。     （ア） 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 のも の     （イ） 高 さ が １ ５ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 又 は ５ 階 建 て 以 上の 建 築 物 の 建 築 を 伴 う も の     （ウ） 予 定 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る も の で 、 当 該 住 宅 の 計画 戸 数 が ２ ０ 戸 以 上 の も の    イ  ア に よ る 消 防 水 利 の 設 置 は 、 既 存 の 各 消 防 水 利 を 含 め た消 防 水 利 か ら 半 径 １ ２ ０ メ ー ト ル の 範 囲 内 に 開 発 事 業 区 域が 包 含 さ れ る よ う に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  ウ  ア に 規 定 す る も の を 除 く ほ か 、 法 令 に 基 づ き 連 結 送 水 管設 備 の 設 置 が 必 要 と な る 建 築 物 の 建 築 を 行 う 場 合 は 、 当 該建 築 物 に 係 る 消 防 水 利 と し て 、 貯 水 量 ４ ０ 立 方 メ ー ト ル 以上 の 防 火 水 槽 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 連結 送 水 管 の 送 水 口 か ら 歩 行 距 離 ２ ０ メ ー ト ル の 範 囲 内 に 取水 口 を 有 す る 防 火 水 槽 が 既 設 さ れ て い る 場 合 （ 高 さ が ３ １メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 又 は １ １ 階 建 て 以 上 の 建 築 物 に 係る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 防 火 水 槽 の 設 置 の 要 否 に つ い て 消 防長 と 協 議 の 上 、 そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。    ⑵  消 防 水 利 の 能 力 、 種 別 等    ア  設 置 す る 消 防 水 利 は 、 消 防 水 利 の 基 準 （ 昭 和 ３ ９ 年 消 防庁 告 示 第 ７ 号 ） 第 ３ 条 に 定 め る 能 力 を 満 た し 、 か つ 、 耐 震性 を 有 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。  
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 イ  前 号 ア に よ る 消 防 水 利 の 設 置 に 際 し て は 、 既 存 の 消 防 水利 を 含 む 近 隣 一 帯 の 消 防 水 利 が 消 火 栓 の み に 偏 す る こ と とな ら な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。   ⑶  消 防 水 利 の 位 置   設 置 す る 消 防 水 利 の 位 置 は 、 消 防 自 動 車 の 接 近 及 び 消 防 活動 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 箇 所 と し な け れ ば な ら な い 。   ⑷  消 防 水 利 の 標 識 等    ア  設 置 す る 消 防 水 利 付 近 の 見 や す い 箇 所 に 、 当 該 消 防 水 利の 標 識 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当該 標 識 の 形 式 の 標 準 は 図 の と お り と す る 。    イ  防 火 水 槽 及 び 消 火 栓 に は 、 取 水 口 の ふ た 等 そ の 見 や す い箇 所 に 三 浦 市 の 名 称 及 び 消 防 水 利 の 種 別 を 表 示 し な け れ ばな ら な い 。  ⑸  連 結 送 水 管 の 形 式  法 令 に 基 づ き 連 結 送 水 管 設 備 の 設 置 が 必 要 と な る 建 築 物 につ い て は 、 当 該 送 水 管 は 湿 式 の も の と し な け れ ば な ら な い 。  ⑹  そ の 他 の 事 項 に つ い て の 指 示  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 整 備 す る 消 防 水 利 等 の 構 造 その 他 の 消 防 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て は 、 消 防 長 の 指 示に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  ⑺  三 浦 市 水 道 事 業 と の 協 議    消 火 栓 の 設 置 に 際 し て は 、 あ ら か じ め 三 浦 市 水 道 事 業 と 協議 を 行 い 、 消 火 栓 の 位 置 、 構 造 等 に つ い て 助 言 を 受 け 、 又は そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  ２  街 頭 消 火 器 の 設 置   ⑴  街 頭 消 火 器 の 設 置    ア  開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 道 路 又 は 開 発 事 業 に 関 連 し て街 頭 消 火 器 の 設 置 が 必 要 で あ る と 消 防 長 が 認 め る 道 路 に つい て は 、 １ ０ ０ メ ー ト ル の 間 に １ 本 の 街 頭 消 火 器 を 設 置 しな け れ ば な ら な い 。  



39 

 

  イ  開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 駐 車 場 等 （ 法 令 に よ り 消 火 設備 を 設 置 す べ き も の を 除 く 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ）の 敷 地 内 の 利 用 し や す い 箇 所 に 、 次 に 定 め る 数 以 上 の 街 頭消 火 器 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。   （ア） ３ ０ 台 以 上 ６ ０ 台 未 満 の 普 通 自 動 車 の 駐 車 が 可 能 で ある 駐 車 場 等 （ １ 台 あ た り に 必 要 な 駐 車 区 画 面 積 を 概 ね １  １ ． ５ 平 方 メ ー ト ル と し て 計 算 す る 。 （イ）に お い て 同 じ 。 ）  に あ っ て は 、 １ 本   （イ） ６ ０ 台 以 上 の 普 通 自 動 車 の 駐 車 が 可 能 で あ る 駐 車 場 等に あ っ て は 、 ２ 本 に ６ ０ 台 を 超 え る 台 数 ３ ０ 台 毎 に １ 本を 加 え た 本 数   ⑵  消 火 器 の 規 格 、 設 置 位 置 等  ア  設 置 す る 消 火 器 は 、 Ａ Ｂ Ｃ 粉 末 ２ ０ 型 消 火 器 、 強 化 液 消火 器 （ 強 化 液 容 量 ６ リ ッ ト ル ） 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の 能力 を 有 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  イ  消 火 器 は 、 赤 色 の 消 火 器 ボ ッ ク ス （ Ｆ Ｒ Ｐ 製 ） に 収 納 し 、地 上 高 １ ． ５ メ ー ト ル 以 下 の 範 囲 内 に 設 置 し な け れ ば な らな い 。  ウ  消 火 器 は 、 ポ ー ル を 用 い る 、 塀 に 付 設 す る 等 の 方 法 に より 、 安 定 し た 状 態 と な る よ う 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  エ  消 火 器 は 、 使 用 し や す く 、 か つ 、 常 時 使 用 で き る 状 態 とな る よ う 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  ３  は し ご 自 動 車 の 消 防 活 動 空 地 の 整 備   ⑴  活 動 空 地 の 整 備     次 に 掲 げ る 建 築 物 の 付 近 に は 、 は し ご 自 動 車 の た め の 活 動空 地 （ 有 効 に 消 防 活 動 を 行 う た め に 必 要 な 空 地 を い う 。 以 下同 じ 。 ） を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。    ア  高 さ が １ ５ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 又 は ５ 階 建 て 以 上 の建 築 物    イ  そ の 他 消 防 長 が 消 防 活 動 上 必 要 と 認 め る 建 築 物  
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 ⑵  活 動 空 地 の 位 置 、 構 造 等  ア  活 動 空 地 は 、 建 築 物 の 敷 地 内 の 通 路 又 は 空 地 に お い て 、平 坦 な 地 盤 面 に 整 備 す る こ と 。  イ  活 動 空 地 は 、 縦 １ ２ メ ー ト ル 以 上 、 横 ６ メ ー ト ル 以 上 の広 さ を も っ て 整 備 す る こ と 。  ウ  活 動 空 地 か ら 建 築 物 ま で の 距 離 は 、 消 防 長 が 指 示 す る 範囲 内 と す る こ と 。  エ  活 動 空 地 は 、 周 囲 に 消 防 活 動 の 支 障 と な る 電 線 、 樹 木 等が な い 場 所 に 設 置 す る こ と 。   ⑶  活 動 空 地 の 保 全 等    ア  整 備 さ れ た 活 動 空 地 又 は そ の 周 囲 に お い て 、 車 両 等 の 駐停 車 、 工 作 物 の 設 置 等 当 該 活 動 空 地 を 利 用 し た 消 防 活 動 に支 障 が 生 ず る こ と の な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば なら な い 。  イ  は し ご 自 動 車 が 進 入 す る 道 路 及 び 敷 地 内 の 通 路 は 、 は しご 自 動 車 が 容 易 に 通 行 で き 、 か つ 、 ２ ０ ト ン 以 上 の 重 量 に耐 え る 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。   ⑷  代 替 的 な 措 置  前 各 号 の 基 準 の 一 部 又 は 全 部 へ の 適 合 が 困 難 で あ る 場 合 は 、消 防 長 の 指 示 に 従 っ て 、 消 防 活 動 を 有 効 に 行 う こ と が で き るよ う 代 替 的 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  ４  防 災 行 政 用 無 線 受 信 施 設 の 整 備   ⑴  次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 新 た な 防 災 行 政 用 無 線 受 信 施 設 を 整備 し な け れ ば な ら な い 。  ア  開 発 行 為 又 は 建 築 に 係 る 開 発 事 業 に お い て 、 開 発 事 業 区域 の 過 半 が 既 存 の 各 防 災 行 政 用 無 線 受 信 施 設 か ら 半 径 ３ ００ メ ー ト ル の 範 囲 内 に 包 含 さ れ な い と き （ 当 該 開 発 事 業 に関 連 し て 防 災 行 政 無 線 放 送 の 聴 取 に 支 障 を 生 じ 、 又 は そ のお そ れ が な い と 市 長 が 認 め る と き を 除 く 。 ）  イ  前 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く ほ か 、 開 発 事 業 に 関 連 し て 防 災
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行 政 無 線 放 送 の 聴 取 に 支 障 を 生 じ 、 又 は そ の お そ れ が あ ると 市 長 が 認 め る と き 。   ⑵  新 た な 防 災 行 政 用 無 線 受 信 施 設 を 整 備 す る 場 合 は 、 位 置 、規 格 等 に つ い て 市 長 と 協 議 し 、 そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な らな い 。   
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凡　　　例

Ｂ
Ａ
Ｂ

   ２５０ｍ    ５００ｍ
２５０ｍ ２５０ｍ５００ｍ

   ２５０ｍ
          Ａ           　Ｂ          Ａ

ＡＢＣ 幹線道路主要道路区画街路

別 表 第 １ ０ （ 第 ４ １ 条 、 第 ４ ５ 条 関 係 ）   道 路 の 整 備 に 関 す る 基 準  １  幅 員  ⑴  開 発 事 業 区 域 内 の 道 路 は 、 開 発 事 業 区 域 の 規 模 、 予 定 建 築物 の 用 途 及 び 敷 地 の 規 模 並 び に 予 想 さ れ る 交 通 量 に よ り 、 次の 図 １ 及 び 表 １ を 標 準 と し て 設 置 す る こ と 。 こ の 場 合 に お いて 、 区 画 街 路 の 配 置 は 幹 線 道 路 へ の 接 続 が 少 な く な る よ う に計 画 す る も の と し 、 幅 員 等 の 捉 え 方 は 図 ２ か ら 図 ７ ま で を 標準 と す る も の と す る 。    図 １  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表  道 路 種 別  区 画 街 路  主 要 道 路  幹 線 道 路  道 路 幅 員  ６ ｍ 以 上  ９ ｍ 以 上  １ １ ｍ 以 上   ⑵  前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 開 発 事 業 区 域 内 に 設 置 す る 区 画
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街 路 が 当 該 開 発 事 業 区 域 内 の 主 要 な 交 通 路 線 で な い こ と 、 交通 量 が 多 い と 予 想 さ れ る 用 途 の 予 定 建 築 物 の 敷 地 に 接 し て いな い こ と 等 通 行 上 支 障 が な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 当 該 区 画街 路 の 幅 員 を ６ メ ー ト ル 未 満 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 当 該 区 画 街 路 の 道 路 延 長 （ 交 差 点 の 中 心 間 の 距 離を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 次 の 表 を 標 準 と し な け れ ば な ら ない 。 （ 周 辺 の 状 況 等 に よ り や む を 得 な い と 認 め ら れ 、 か つ 、当 該 区 画 街 路 の 利 用 が そ の 面 す る 敷 地 の 居 住 者 に 限 ら れ る 場合 等 利 用 区 域 が 小 規 模 な 場 合 の 道 路 延 長 は 、 こ の 限 り で ない 。 ）  表  道 路 幅 員  ５ ｍ 以 上  ４ ． ５ ｍ 以 上  道 路 延 長  １ ０ ０ ｍ 以 下  ７ ０ ｍ 以 下   ⑶  歩 道  ア  幹 線 ・ 主 要 道 路 に は 、 歩 道 （ 幅 員 ２ メ ー ト ル 以 上 ） を 設置 す る こ と 。  イ  歩 道 は 街 き ょ に よ り 車 道 部 と 分 離 す る 。  ウ  歩 道 内 に 防 護 柵 等 を 設 け る 場 合 は 規 定 の 歩 道 幅 に ０ ． ５メ ー ト ル 以 上 加 え る 。  エ  植 樹 帯 を 設 け る 場 合 は 、 幅 員 ４ メ ー ト ル 以 上 と し 、 中 木を 原 則 と し 、 樹 種 及 び 植 栽 方 法 は 別 途 協 議 す る こ と 。  ２  区 域 外 道 路 と の 接 続  開 発 事 業 区 域 内 の 主 要 な 道 路 と 開 発 事 業 区 域 外 の 幅 員 ９ メ ート ル （ 主 と し て 住 宅 の 用 に 供 す る も の は ６ ． ５ メ ー ト ル ） 以 上の 道 路 (開 発 事 業 区 域 周 辺 の 道 路 状 況 に よ り や む を 得 な い と 認め ら れ る と き は 、 車 両 の 通 行 に 支 障 が な い 道 路 )と を 接 続 す る道 路 の 幅 員 に つ い て は 、 開 発 事 業 区 域 内 の 主 要 な 道 路 以 上 と する こ と 。  
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３  開 発 事 業 区 域 に 接 す る 部 分 の 道 路 整 備  ⑴  開 発 事 業 区 域 内 に 新 設 道 路 が な い 場 合 、 次 の 表 の 基 準 に より 整 備 す る こ と 。  開 発 事 業 区 域 の 面 積  

 

 前 面 道 路 の 幅 員  

１ ， ０ ０ ０ ㎡ 未 満  １ ， ０ ０ ０ ㎡ 以 上  ４ ． ５ ｍ 以 上  
前 面 の 道 路 の 整 備 を必 要 と し な い  

幅 員 ６ ｍ 以 上 に 整備 す る  ４ ． ０ ｍ 以 上  ４ ． ５ ｍ 未 満  

反 対 側 の 境 界 線 か ら幅 員 ４ ． ５ ｍ 以 上 に整 備 す る  

幅 員 ６ ｍ 以 上 に 整備 す る  ４ ． ０ ｍ 未 満  

反 対 側 の 境 界 線 か ら幅 員 ４ ． ５ ｍ 以 上 に整 備 す る  

反 対 側 の み な し 線か ら 幅 員 ６ ｍ 以 上に 整 備 す る  （ 注 ） １  ｢ み な し 線 ｣と は 、 現 み な し 道 路 に お い て 道 路 境 界 線 と 見な さ れ る こ と が 確 定 さ れ て い る 線 を い う 。  ２  ｢ み な し 道 路 ｣と は 、 現 況 幅 員 が ４ メ ー ト ル 未 満 で あ る が 、建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 さ れ る 道 路 等 で 、 そ の 道路 に 接 し て 建 築 す る 場 合 に は 同 法 に 基 づ く 建 築 確 認 の 得 られ る 道 路 を い う 。  ⑵  開 発 事 業 区 域 内 に 新 設 道 路 が あ る 場 合 で 、 前 面 道 路 の 幅 員が ４ ． ５ メ ー ト ル 未 満 の 道 路 整 備  ア  開 発 事 業 区 域 の 面 積 が ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 場合 、 道 路 中 心 線 か ら ２ ． ２ ５ メ ー ト ル 以 上 の 幅 員 を 確 保 して 整 備 す る 。  イ  開 発 事 業 区 域 の 面 積 が ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 場合 、 反 対 側 の 境 界 線 か ら ４ ． ５ メ ー ト ル 以 上 の 幅 員 を 確 保し て 整 備 す る 。  ⑶  開 発 事 業 区 域 に 接 す る 前 面 道 路 以 外 の 道 路 は 、 道 路 中 心 線か ら ２ ． ２ ５ メ ー ト ル 以 上 の 幅 員 を 確 保 し て 整 備 す る 。  ⑷  前 ３ 号 に お い て 、 開 発 事 業 区 域 が ２ 以 上 の 道 路 に 接 す る 場合 は 、 予 定 建 築 物 等 の 利 用 者 が 主 に 通 行 に 供 す る 道 路 を 前 面道 路 と す る 。  ４  隅 切 り 等  ⑴  幹 線 道 路 と 主 要 道 路 又 は 区 画 街 路 相 互 の 交 差 、 は 直 角 又 は
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こ れ に 近 い 角 度 で 交 差 さ せ る も の と し 、 交 差 に よ っ て 生 ず る街 角 は 、 道 路 相 互 の 幅 員 と 交 差 角 に よ り 原 則 と し て 次 の 表 に掲 げ る 値 以 上 の 隅 切 長 と な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  
 

     交 差 角  

 幅 員  

4 . 5ｍ 以 上６ ｍ 未 満  

６ ｍ 以 上  ９ ｍ 未 満  

９ ｍ 以 上  １ １ ｍ 未 満  

１ １ ｍ 以 上  ９ ０ °  ９ ０ °  ９ ０ °  ９ ０ °  １ ２ ０ °６ ０ °  １ ２ ０ °６ ０ °  １ ２ ０ °６ ０ °  １ ２ ０ ° ６ ０ °  １ １ ｍ  以 上  

 ５  ６  ８  

  ４  ６  ５  ８  ６  １ ０  ９ ｍ 以 上
11ｍ 未 満  

３  ５  ６   

 ※ 単 位 は メ ー ト ル２  ４  ４  ６  ５  ８  

6ｍ 以 上
9ｍ 未 満  

３  ５   

 

 

 

２  ４  ４  ６  

4 . 5 m 以 上
6 m 未 満  

３   ２  ４   ⑵  歩 道 を 有 す る 道 路 の 街 角 の 歩 車 道 境 界 線 は 、 円 曲 線 と す る 。  ５  舗 装 及 び 縦 断 勾 配  道 路 の 舗 装 は ア ス フ ァ ル ト 舗 装 を 原 則 と し 、 縦 断 勾 配 は 、 ９パ ー セ ン ト 以 下 と す る 。 た だ し 、 地 形 等 に よ り や む を 得 な い と認 め る 場 合 は 、 小 区 間 に 限 り １ ２ パ ー セ ン ト 以 下 と す る こ と がで き る 。 ま た 、 ９ パ ー セ ン ト 以 上 と な る 場 合 は 、 滑 り 止 め 舗 装と す る 。  ６  道 路 排 水  ⑴  道 路 に は 、 雨 水 等 を 有 効 に 排 出 す る た め ２ ４ ０ ミ リ メ ート ル 以 上 の Ｕ 型 側 溝 又 は Ｌ 型 側 溝 を 設 け る も の と す る 。  ⑵  Ｕ 型 側 溝 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 蓋 掛 を す る も の と し 、５ メ ー ト ル か ら １ ０ メ ー ト ル 毎 に グ レ ー チ ン グ を 設 け る もの と す る 。  ⑶  Ｌ 型 側 溝 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 概 ね １ ０ メ ー ト ル 毎に 集 水 ま す を 設 け る も の と す る 。  ７  道 路 に 設 け る 階 段  ⑴  道 路 は 、 階 段 と し て は な ら な い 。 た だ し 、 通 行 上 及 び 避 難
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上 支 障 が な い と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  ⑵  階 段 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 階 段 の 幅 員 は ４ メ ー ト ル 以上 、 路 面 ３ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 蹴 上 げ 高 は １ ５ セ ン チ メー ト ル 以 下 と し 、 高 さ ３ メ ー ト ル 以 内 毎 に 踏 幅 １ ． ５ メ ー トル 以 上 の 踊 り 場 を 設 け 、 原 則 と し て 手 摺 を 設 け る こ と 。  ８  行 き 止 ま り と な る 道 路  道 路 は 、 行 き 止 ま り と し て は な ら な い 。 た だ し 、 次 の い ず れか に 該 当 す る 場 合 で 通 行 上 及 び 避 難 上 支 障 が な い と 認 め ら れ ると き は 、 こ の 限 り で な い 。  ⑴  行 き 止 ま り 先 が 公 園 、 広 場 、 転 回 広 場 等 の 公 共 の 用 に 供 する 空 地 に 接 す る 場 合  ⑵  行 き 止 ま り 先 の 隣 接 地 に そ の 道 路 を 延 長 し て 他 の 道 路 、 公園 、 広 場 等 の 公 共 の 用 に 供 す る 空 地 の 計 画 が あ る 場 合  ⑶  延 長 (既 存 の 幅 員 ６ メ ー ト ル 未 満 の 行 き 止 ま り の 道 路 に 接続 す る 道 路 に あ っ て は 、 当 該 行 き 止 ま り の 道 路 が 他 の 道 路 に接 続 す る ま で の 部 分 の 延 長 を 含 む 。 )が ３ ５ メ ー ト ル 以 下 の場 合  ９  交 通 安 全 施 設  ⑴  道 路 面 と 高 さ １ メ ー ト ル 以 上 の 下 法 （ 自 然 法 、 人 工 法 ） を生 ず る 区 間 、 そ の 他 線 形 、 勾 配 等 に よ り 必 要 と 認 め ら れ る 区間 に は 防 護 柵 を 設 置 す る 。  ⑵  道 路 交 通 安 全 上 必 要 と 認 め ら れ る 地 点 に は 道 路 照 明 灯 、 道路 反 射 鏡 及 び 点 字 ブ ロ ッ ク 等 を 設 置 す る も の と す る 。  １ ０  道 路 占 用  ⑴  道 路 の 地 下 に 水 道 管 、 排 水 管 又 は ガ ス 管 等 を 埋 設 す る 場 合 、地 表 面 か ら 当 該 埋 設 物 ま で の 深 度 は 、 車 道 に お い て は １ ． ２メ ー ト ル 、 歩 道 に お い て は １ メ ー ト ル を 標 準 と し 、 下 水 道 管の 本 管 を 埋 設 す る 場 合 は 、 別 途 協 議 す る も の と す る 。  ⑵  電 柱 及 び 電 話 柱 の 設 置 に つ い て は 、 道 路 の 有 効 幅 員 外 に 設置 す る も の と し 、 幹 線 道 路 に つ い て は 地 中 化 を 検 討 す る こ と 。  
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１ １  ず い 道 及 び 橋 り ょ う の 設 置  ず い 道 及 び 橋 り ょ う の 構 造 に つ い て は 、 そ の 都 度 協 議 す る もの と す る 。  １ ２  境 界 標 識 の 設 置  市 に 帰 属 す る 道 路 に つ い て は 、 市 が 定 め る 種 類 及 び 方 法 に より 道 路 境 界 標 識 を 設 置 す る こ と 。  １ ３  道 路 の 付 替 え 、 廃 止 等  開 発 事 業 区 域 内 の 道 路 の 付 替 え 、 廃 止 等 に つ い て は 、 当 該 道路 の 管 理 者 と 協 議 す る も の と す る 。  １ ４  道 路 の 安 全 対 策  道 路 に 接 す る が け 地 等 の 安 全 対 策 と し て 、 防 護 柵 を 設 け る 等の 適 切 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  １ ５  工 事 復 旧  工 事 に よ り 既 設 道 路 を 破 損 し た と き は 、 事 業 者 が 責 任 を も って 復 旧 し な け れ ば な ら な い ほ か 、 工 事 車 両 が 通 行 す る 道 路 に つい て 、 工 事 前 の 状 況 を 把 握 す る た め 、 あ ら か じ め 写 真 撮 影 を して お く こ と 。  １ ６  隣 接 市 道 の 補 修  開 発 事 業 区 域 に 隣 接 す る 市 道 （ 三 浦 市 認 定 外 道 路 の 管 理 等 に関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 三 浦 市 条 例 第 １ ６ 号 ） の 適 用 を 受 け る道 路 を 含 む 。 ） に 破 損 し て い る 箇 所 又 は 未 整 備 な 箇 所 が あ る とき は 、 必 要 に 応 じ 、 市 長 と 協 議 の 上 、 補 修 又 は 整 備 を 行 う こ と 。  １ ７  そ の 他 の 道 路 の 構 造  そ の 他 、 道 路 の 構 造 に つ い て は 、 道 路 構 造 令 （ 昭 和 ４ ５ 年 政令 第 ３ ２ ０ 号 ） 等 に 基 づ い て 施 工 す る こ と 。   １ ８  道 路 の 市 へ の 帰 属  道 路 の 市 へ の 帰 属 に つ い て は 、 別 に 定 め る 道 路 認 定 基 準 に よる も の と し 、 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 に 応 じ 市 長 と 協 議す る も の と す る 。  
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別 表 第 １ １ （ 第 ４ ６ 条 関 係 ）  公 園 の 整 備 に 関 す る 基 準  １  公 園 の 整 備 及 び 確 保 面 積  予 定 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る 開 発 事 業 を 行 う 場 合 に は 、 開発 事 業 区 域 の 面 積 に 応 じ 、 次 の 表 に 定 め る 公 園 の 面 積 を 確 保 しな け れ ば な ら な い 。      ２  配 置  ⑴  公 園 は 、 開 発 事 業 区 域 内 に 限 ら ず 周 辺 地 域 も 含 め 住 民 が 安全 か つ 利 用 し や す く 日 照 を 十 分 考 慮 し た 場 所 を 選 定 す る と とも に 、 環 境 保 全 及 び 防 災 上 の 避 難 地 と し て 適 合 す る よ う 配 置し な け れ ば な ら な い 。  ⑵  公 園 の 敷 地 は 、 著 し い 峡 長 及 び 屈 曲 が な い 正 方 形 、 長 方 形等 の 平 坦 地 で あ る こ と 。  ⑶  公 園 に 接 す る 道 路 は 、 原 則 と し て 歩 道 を 有 す る も の と す る 。  ⑷  障 害 者 、 高 齢 者 等 に 配 慮 し た も の と し 、 詳 細 に つ い て は 市又 は 神 奈 川 県 の 関 係 施 策 に 従 う こ と 。  ３  遊 具 施 設 等  ⑴  公 園 内 に は 、 都 市 公 園 法 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） 第 ２条 第 ２ 項 に 規 定 す る 公 園 施 設 を 設 置 す る こ と 。 こ の 場 合 に おい て 、 施 設 の 個 数 及 び 設 置 箇 所 に つ い て は 、 別 途 協 議 す る こと 。  ⑵  公 園 の 出 入 口 は 原 則 と し て ２ 箇 所 以 上 設 け 、 主 な 出 入 口 付近 に 公 園 名 称 を 表 示 す る こ と 。  ⑶  公 園 名 称 に つ い て は 、 市 長 の 指 示 に 従 う こ と 。  ⑷  公 園 の 周 囲 に は 、 柵 そ の 他 同 等 の 機 能 を 有 す る も の を 設 置し 、 危 険 箇 所 に つ い て は 高 さ １ ． ２ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。  

開 発 事 業 区 域 の 面 積  公  園  確  保  面  積  ３ ， ０ ０ ０ ㎡ 以 上  ５ ０ ， ０ ０ ０ ㎡ 未 満  開 発 事 業 区 域 の 面 積 の ３ ％ 以 上  ５ ０ ， ０ ０ ０ ㎡ 以 上  開 発 事 業 区 域 の 面 積 の ３ ％ 以 上 か つ１ 箇 所 ３ ０ ０ ㎡ 以 上  
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⑸  照 明 施 設 は 、 自 動 点 滅 装 置 付 蛍 光 灯 水 銀 灯 と し 、 公 園 内 の配 線 は 、 原 則 と し て 地 中 埋 設 と す る こ と 。  ⑹  公 園 内 に 設 置 す る 遊 具 施 設 等 は 、 自 然 環 境 を 考 慮 し 、 木 製 、  塩 害 に 強 い ア ル ミ 製 、 ス テ ン レ ス 製 等 と す る こ と 。  ４  公 園 の 緑 化  ⑴  公 園 内 は 、 広 場 及 び 遊 具 施 設 等 の 配 置 を 考 慮 し て 、 で き る限 り 緑 化 す る こ と 。  ⑵  植 栽 す る 樹 木 に つ い て は 、 別 に 定 め る 市 域 に 適 し た 樹 木 等に 関 す る 指 針 を 参 考 と す る ほ か 、 市 長 の 指 示 に 従 う こ と 。  ５  占 用 物 件  公 園 内 に は 、 公 園 施 設 以 外 の 施 設 を 設 置 し な い こ と 。 た だ し 、市 長 が や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で ない 。  ６  境 界 標 識 の 設 置  市 に 帰 属 す る 公 園 に つ い て は 、 境 界 標 識 を 設 置 す る こ と 。  ７  公 園 の 市 へ の 帰 属  市 に 帰 属 す る 公 園 は 、 面 積 ３ ０ ０ ㎡ 以 上 の も の と す る ほ か 、公 園 の 市 へ の 帰 属 に つ い て は 、 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要に 応 じ 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。  別 表 第 １ ２ （ 第 ５ １ 条 関 係 ）  汚 水 処 理 施 設 の 整 備 等 に 関 す る 基 準  １  汚 水 処 理 施 設 の 形 態   汚 水 処 理 施 設 は 、 地 下 式 又 は 半 地 下 式 と す る こ と 。  ２  放 流 水 の 水 質   汚 水 処 理 施 設 か ら 排 出 さ れ る 放 流 水 の 水 質 に つ い て は 、 Ｂ ＯＤ （ 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 ） を １ リ ッ ト ル に つ き ２ ０ ミ リ グ ラム 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律第 １ ３ ８ 号 ） 及 び 神 奈 川 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平成 ９ 年 神 奈 川 県 条 例 第 ３ ５ 号 ） に よ り 、 こ れ を 上 回 る 水 質 基 準が 定 め ら れ 、 又 は Ｂ Ｏ Ｄ 以 外 の 項 目 に つ い て 水 質 基 準 が 定 め ら
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れ て い る と き は 、 そ の 水 質 基 準 に 従 う こ と 。  ３  処 理 対 象 人 員 の 算 定  汚 水 処 理 の 対 象 人 員 の 算 定 は 、 建 築 物 の 用 途 別 に よ る し 尿 浄化 槽 の 処 理 対 象 人 員 算 定 基 準 （ Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ ３ ３ ０ ２ ） に よ る こと 。  ４  汚 水 量 の 算 定  汚 水 量 の 算 定 は 、 開 発 事 業 に 係 る 住 宅 の 建 築 に あ っ て は 、 ２５ ０ リ ッ ト ル ／ 人 ・ 日 で 計 算 し 、 住 宅 以 外 の も の に つ い て は 、市 長 と 協 議 し て 決 定 す る こ と 。  別 表 第 １ ３ （ 第 ５ ３ 条 関 係 ）  区 域 内 の 排 水 施 設 の 整 備 に 関 す る 基 準  １  計 画 雨 水 量  ⑴  計 画 雨 水 量 は 、 次 式 に よ る こ と 。              ⑵  排 水 管 き ょ の 流 量 計 算 は 、 次 式 に よ る こ と 。  

 1360Q：計画雨水量（m    /sec)C：流出係数 流出係数 種別 流出係数0.90 緑地 0.200.85 畑 0.600.80 勾配の緩い山地 0.300.80 勾配の急な山地 0.500.20田・水面間地その他の土地利用による流出係数の値は、別途協議をする。
種別屋根道路不浸透面

Q＝ C・I・A3  t　　＝流入時間＝7分t ＝流下時間A：集水面積（ha） )5700t+40＝I ：降雨強度（ｍｍ/ｈ）（t＝t　+　t 121 2
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Ｑ ＝ Ａ ・ Ｖ    Ｑ ： 流 量 （ ｍ 3／ s e c）  Ａ ： 流 水 の 断 面 積 （ ㎡ ）  Ｖ ： 流 速 （ ｍ ／ s e c）  ｎ ： 粗 度 係 数   そ の 他 の 排 水 施 設 に よ る 粗 度 係 数 の 値 は 、 別 途 協 議 に よ る 。  Ｒ ： 径 深 （ ｍ ） ＝   Ｐ ： 流 水 の 辺 長 （ ｍ ）  Ｉ ： 勾 配 （ 分 数 又 は 小 数 ）  ２  計 画 汚 水 量  ⑴  計 画 汚 水 量 は 、 家 庭 汚 水 量 、 工 場 排 水 量 及 び 地 下 水 量 に 区分 し 算 出 す る こ と 。  ⑵  計 画 汚 水 量 は 、 計 画 時 間 最 大 汚 水 量 と す る こ と 。  別 表 第 １ ４ （ 第 ５ ５ 条 関 係 ）  調 整 池 の 設 置 に 関 す る 基 準  １  調 整 池 の 容 量 は 、 次 式 に よ る こ と 。  Ｖ ＝ （ γ ｉ －   γ ｃ ） ・ ６ ０ ・ ｔ ｉ ・ ｆ ・ Ａ ・   Ｖ ： 調 整 池 容 量 （ ｍ 3）  ｔ ｉ ： 任 意 の 降 雨 継 続 時 間 （ m i n）  ｆ ： 流 出 係 数  Ａ ： 集 水 区 域 面 積 （ h a）  γ ｉ ： 任 意 の 降 雨 継 続 時 間 ｔ ｉ に 相 当 す る 降 雨 強 度 （ ㎜ ／ｈ ）  γ ｉ ＝   γ ｃ ： 許 容 放 流 量 Ｑ ｃ に 相 当 す る 降 雨 強 度 （ ㎜ ／ ｈ ）   γ ｃ ＝   Ｑ ｃ ： 許 容 放 流 量 （ ｍ 3／ s e c）  Ｑ ｃ ＝ ｑ ｃ ・ Ａ  ｑ ｃ ： 許 容 比 流 量 （ ｍ 3／ s e c／ h a）  ２  オ リ フ ィ ス の 放 流 量 は 、 次 式 に よ る こ と 。  Ｑ ０ ＝ Ｃ ・ Ａ ０   Ｑ ０ ： 放 流 量 （ ｍ 3／ s e c）  Ｃ ： 流 量 係 数 （ ０ ． ６ ）  Ａ ０ ： オ リ フ ィ ス の 断 面 積 （ ㎡ ）  

種  別  粗 度 係 数  硬 質 塩 化 ビ ニー ル 管  0 . 0 1 0  鉄 筋 コ ン ク リー ト 管  0 . 0 1 3  コ ン ク リ ー ト水 路  0 . 0 1 5  
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ｇ ： 重 力 加 速 度 （ ９ ． ８ ｍ ／ s e c 2）  Ｈ ０ ： 孔 口 中 心 ま で の 水 深 （ ｍ ）  


